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1 事業概要 

1-1 目的 

物価高騰の影響が長期化する中で、国や東京都の支援は非課税世帯等が中心であったことから、

国の補正予算に計上された「物価高騰対応地方創生臨時交付金」を活用し、これまで国等の支援の

対象外となっていた世帯へ支援を行うこととした。 

1-2 事業手法 

実施に当たっては、令和６年(2024)度からの「三鷹市地域ポイント事業」の本格運用を見据えて、

みたか地域ポイントアプリ（以下「アプリ」という。）の普及促進と利用店舗の拡大を図るため、アプリ

の機能の一つである商品券機能を活用し、経費の抑制を図りつつ、効率的な事業実施が可能とな

るスキームとした。 

その一方、「みたかデジタル商品券事業」（以下「本事業」という。）は、スマートフォン（以下「スマホ」

という。）の利用が前提となることから、スマホに不慣れな高齢者等を中心に、利用のハードルを下

げて、多くの方に利便性を実感していただくよう、きめ細かな支援策を講じた。 

1-3 事業の基本設計 

商品券名称 みたかデジタル商品券 

主催者 三鷹市 

発行総額 12 億円 ※プレミアム率 20％ 

販売価格 1 口 1,000 円（額面 1，200 円）  

販売対象者 三鷹市内在住者 

（令和 6(2024)年 4 月 1 日時点で住民基本台帳に記載のある者（住民票の

ある者）と定義し、申込者情報と住民基本台帳の照合により判断） 

商品券の形状 「みたか地域ポイントアプリ」を活用したデジタル商品券 

申込期間 令和 6(2024)年 4 月 12 日（金）10:00～5 月 7 日（火）23:59 まで 

販売期間 令和 6(2024)年 5 月 24 日（金）10:00～7 月 31 日（水）23:59 まで 

利用期間 令和 6(2024)年 6 月 3 日（月）10:00～8 月 31 日（土）23:59 まで 

上限申込口数 1 人 30 口（額面 36,000 円）まで 

支払い単位 1 円 

利用方法 店舗に設置されている二次元コードを読み取り、決済を行う。 
 

1-4 事業実施運営体制・事業運営フロー 

 業務の実施主体者である三鷹市と、業務受託事業者の三鷹市地域ポイント事業実施コンソーシア

ム（フェリカポケットマーケティング株式会社、株式会社ＪＴＢ）が連携し、運営を行った。 
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■事業実施運営体制 

 

 

■事業運営フロー 
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1-5 申込方法 

アプリを活用したデジタル商品券のみの販売で、購入希望者はアプリ内から申込を行った。 
 
【申込方法】 

アプリ内から申込ページへ遷移、同意事項と必要項目を確認または入力のうえ、申込を行う。 
また、申込に当たっては、メールアドレスと任意のパスワードを入力し、アプリのアカウントを登録

すること、不正利用を防止するため SMS 認証の設定を必須とした。 
 
【申込事項】 

漢字氏名、カナ氏名、性別、郵便番号、住所、生年月日、購入希望口数 
 

1-6 購入方法 

アプリ内で希望する購入方法を選択、購入方法は下記の 3 つで行った。 

(1) クレジットカードでの販売 

(2) コンビニでの購入（ファミリーマート、ローソン、デイリーヤマザキ） 

(3) コンビニでの購入（セブンイレブン） ※7 月 22 日より購入開始 

 

1-7 利用方法 

以下の手順での利用を行った。 

【利用手順】 

（1） 支払い時に商品券を使用する旨を伝え、アプリを起動し、店頭設置の QR コードを読み取る 

（２） 読み取り後、支払金額を入力し、「チャージ」または「併用」を押す 

（「併用」とはみたかデジタル商品券とみたか地域ポイント両方を使用して決済する方法） 

（3） 入力に誤りがないかを確認後、「確認」ボタンを押す 

（４） 店舗の方にも支払い金額を確認していただき、間違いなければ「支払う」を押す 

（5） 決済完了 

 ※1 円単位で決済可能、店舗によっては現金・クレジットカード等との併用も可能。 

 

1-8 参加店舗の募集・登録・周知 

三鷹市ホームページ、広報みたかに募集記事を掲載するとともに、市内事業者への募集案内の送

付を三鷹商工会に委託した。令和 6(2024)年 2 月 16 日から 7 月 31 日まで募集を行い、最終

的に 44６店舗が参加した。参加店舗の登録には三鷹市企画経営課の承認を必須とした。 

【募集方法】 

（1）  インターネットにて専用申込フォームを入力し、振込先口座情報（通帳コピー）をアップロード

にて申請 

（2）  「みたかデジタル商品券 参加店舗申込書」を記入し、「通帳コピー」との 2 枚を事務局へ FAX

にて提出 
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1-9 店舗向け説明会の実施 

2 月、3 月に 2 回ずつ、計 4 回の説明会を実施した。 

 

【実施日】 

2 月 26 日（月）・3 月 8 日（金） 各日 2 回ずつ（15:30～17:00、19:00～20:30） 

【参加方法】 

会場参加（三鷹産業プラザ 701/702 会議室）、オンライン(Zoom)の併用 

【申込方法】 

会場参加：事前予約制とし、専用申込サイトより申込を行う 

オンライン：事前予約不要 

【説明内容】 

事業概要・決済方法・精算（換金）・申し込みから利用開始までの流れ・キャンセル処理・ 

売り上げの見方・質疑応答・デモ機を用意し、実際に端末を操作（会場参加の方のみ） 

 

説明会終了後、オンライン配信した映像を録画編集し、資料・Q&A とともに三鷹市 HP へ掲載し

た。 

 

参加人数 

 実施日 実施時間 会場参加 オンライン 

1 2/26（月) 15:30～17:00 ９社 11 名 7 名 

2 2/26（月) 19:00～20:30 ４社 5 名 １名 

  2/26 計 13 社 16 名 8 名 

3 3/8（金) 15:30～17:00 13 社 18 名 17 名 

4 3/8（金) 19:00～20:30 ３社 4 名 2 名 

  3/8 計 16 社 22 名 19 名 

  合計 29 社 38 名 27 名 

 

【会場の様子】 
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1-10 商品券の換金 

参加店舗で利用（決済）された商品券は週１回換金手続きを行い、参加店舗登録申請時の指定口

座へ振り込みを行った。 （振込は計１４回） 

 

【スケジュール・換金実績】 

 着金日 利用期間 換金額 

1 6 月 18 日（火） 6/3(月)  ～ 6/7(金)  65,623,114 

2 6 月 25 日（火） 6/8(土) ～ 6/14(金)  119,495,486 

3 7 月 2 日（火） 6/15(土) ～ 6/21(金)  110,682,852 

4 7 月 9 日(火) 6/22(土) ～ 6/28(金)  99,418,017 

5 7 月 16 日（火） 6/29(土) ～ 7/5(金)  88,340,048 

6 7 月 23 日（火） 7/6(土) ～ 7/12(金)  75,147,667 

7 7 月 30 日（火） 7/13(土) ～ 7/19(金)  66,687,160 

8 8 月  6 日（火） 7/20(土) ～ 7/26(金)  53,175,535 

9 8 月 13 日（火） 7/27(土) ～ 8/2(金)  44,766,659 

10 8 月 20 日（火） 8/3(土) ～ 8/9(金)  40,207,751 

11 8 月 27 日（火） 8/10(土) ～ 8/16(金)  39,712,979 

12 9 月 3 日（火） 8/17(土) ～ 8/23(金)  29,236,186 

13 9 月 10 日（火） 8/24(土) ～ 8/30(金)  32,444,060 

14 9 月 17 日（火）    8/31(土)  7,406,276 
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1-11 利用者支援 

今回はスマホを用いたデジタル商品券事業のため、以下のとおり利用者支援を行った。 

 

（１） スマホ体験講習会（事前予約制） 

（２） サポートコーナー（予約不要） 

（３） スマホ出張説明会（事前予約制） 

（４） 携帯電話事業者によるスマホ教室（事前予約制） 

 

スマホ支援チラシ（A4 両面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（1）  スマホ体験講習会 

市内 7 ヵ所のコミュニティ・センターで「みたかデジタル商品券」の説明と、スマホを使用した体

験講習会を 14 回開催した。 

 

【実施日時】 

4 月 13 日（土）・14 日（日）・20 日（土）・21 日（日） （全回 13:30～16：30） 

【申込方法】 

コールセンターへ電話して予約を行う 

希望者にスマホを貸与した（会場での使用に限る） 貸出実績 1 台 

【参加方法】 

会場参加（三鷹市内コミュニティ・センター） 
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【プログラム】 

第 1 部では、商品券事業の概要と事業にかかるスマホの操作説明 

第 2 部では、事業にかかるスマホ操作の相談会とキャッシュレス決済の模擬体験 

 

■講習会会場 

4/13（土） ➀井口コミュニティ・センター １階大ホール 

➁井の頭コミュニティ・センター 新館１階視聴覚室 

➂新川中原コミュニティ・センター ２階会議室 

➃連雀コミュニティ・センター ２階大会議室・小会議室 

4/14（日） ➄大沢コミュニティ・センター ３階多目的室 

➅牟礼コミュニティ・センター ２階会議室 

⑦新川中原コミュニティ・センター ２階会議室 

➇三鷹駅前コミュニティ・センター ３階中会議室Ａ・Ｂ 

4/20（土） ⑨牟礼コミュニティ・センター ２階会議室 

⑩井口コミュニティ・センター １階大ホール 

⑪三鷹駅前コミュニティ・センター ３階中会議室Ａ・Ｂ 

4/21（日） ⑫大沢コミュニティ・センター ３階多目的室 

⑬井の頭コミュニティ・センター 新館１階視聴覚室 

⑭連雀コミュニティ・センター ２階大会議室・小会議室 

 

■各会場体制 

三鷹市 2 名 全体統括・第 1 部の説明・ 

会場参加者へのフォロー・ 

集合時間前のシルバー人材センター対応 

シルバー人材センター 5 名 第 2 部の対応 

JTB ２名 会場設営/撤収・参加者受付・スマホ・司会・ 

会場参加者へのフォロー 

※上記以外に JTB より会場巡回 2 名、 

フェリカポケットマーケティング担当は各会場からの電話問い合わせ対応を行う。 

 

■配布資料 ➀・②は机上配布 ➂～➄は希望により配布 

➀市民向け周知チラシ 

➁利用者マニュアル 

➂スマホ支援メニューチラシ 

➃参加店舗一覧（3 月 29 日時点） 

➄みたか地域ポイントチラシ 

 

■各回の参加人数等は P2１参照 
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（2）  サポートコーナー 

シニア SOHO 普及サロン・三鷹と連携し、「みたかデジタル商品券」の購入や利用に向けた基

本的なスマホ操作や「みたか地域ポイントアプリ」の利用方法の説明を行う、常設のサポートコー

ナーを開設した。 

 

■会場 

➀三鷹市役所第二庁舎 4 月→232 号会議室 5 月・6 月→245 号会議室 

  期間 4 月 8 日(月)～6 月２８日(金) 

  時間 平日 9：00～16:30（１２：００～１３：００を除く） 

 

➁三鷹ネットワーク大学（追加常設） 

期間 5 月 28 日(火)～6 月２８日(金) 

時間 火曜日～金曜日 9:30～16:00 

 

➂三鷹市役所第二庁舎 ２４３号会議室（商品券利用開始に合わせて臨時開設） 

期間 6 月 1 日(土)・6 月 2 日(日) 

時間 9:00～16:00 

 

■相談員数 2～3 名 

 

■来場者数・支援内容は P23～26 参照 

 

 

（3）  スマホ出張説明会 

シニア SOHO 普及サロン・三鷹と連携し、5 名以上のグループを対象に「みたかデジタル商品

券」の購入や利用に向けたスマホを使用した出張説明会を実施した。 

 

【期間】 

4 月 8 日（金）～7 月 31 日（土） （申込に応じて開催） 

【申込方法】 

シニア SOHO 普及サロン・三鷹へ電話で予約を行う。 

【説明会の大まかな流れ（申込団体により異なる）】 

・事業の目的や利用までの流れ、全体の日程を説明 

・マニュアルに沿って各自でスマホを操作してもらい、個別にサポート 

・支払い方法、利用方法の説明 

 

■各回の詳細は P27、28 参照 
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（4）  携帯電話事業者によるスマホ教室 

携帯電話事業者の一部店舗において実施しているスマホ教室にて、アプリのダウンロードの仕

方など、商品券の申込手続きまでの操作説明を行った。 

 

【期間】 

4 月・5 月のスマホ教室開催日 

【対象店舗】 

 ・ドコモショップ三鷹店 

 ・ドコモショップ東八三鷹店 

 ・ドコモショップ武蔵境店 

【申込方法】 

個別に上記ドコモショップへ問い合わせ・予約を行う。 

 

■各店舗の参加人数は P29 参照 

 

 

1-12 広報活動記録 

（１）  専用 WEB サイト 

本事業の情報発信を目的として 4 月 5 日に専用 WEB サイトを開設し、以下➀～⑦のページ

を掲載した。 

① フォーム 

・お知らせ 

・利用者/店舗の皆様へ 

（店舗一覧・利用方法・参加店舗申込・参加店舗向け説明会動画等へリンク） 

・購入について 

（購入申込期間・抽選結果・販売期間・利用期間・販売額/販売予定数/購入上限数・購入対象者） 

 

② 商品券について 

事業概要として以下を掲載 

（名称・目的・商品券の形状・発行総額・販売額・最大購入可能数・支払い単位・購入対象者・申

込受付期間・申込方法・抽選結果・販売期間・利用期間・利用方法） 

 

③ 利用方法 

・アプリのダウンロードから利用までの流れ 

・利用方法マニュアル：実際のスマホの画面にて以下に関する手順を表示 

（新規登録・SMS 認証設定・申込方法・抽選結果の確認・購入方法【クレジットカード・コンビニ

エンスストア】・決済方法） 
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④ 参加店舗一覧 

・店舗一覧 PDF 

（業種・店舗名・住所・電話番号・併用決済可否） 

・地図検索 

（店舗名を入力またはエリア・業種選択すると、自動的に店舗の青いピンがマップに表示され

る） 

 

⑤ 規約・マニュアルなど 

以下内容の PDF リンクを埋め込み。 

・利用者向け 

ダウンロード～新規登録、申込方法、購入方法、決済方法、利用者規約、スマホ支援メニュー

チラシ、参加店舗の検索方法（※6 月 3 日から） 

・店舗向け 

参加店舗規約、みたかデジタル商品券周知チラシ、みたかデジタル商品券ポスター、クイッ

クマニュアル、参加店舗向けマニュアル 

 

⑥ Q&A 

以下 7 つのジャンルに分けて掲載 

・みたかデジタル商品券 全般 

・参加店舗向け（全般） 

・参加店舗向け（決済） 

・利用者向け（登録・申込） 

・利用者向け（購入・チャージ） 

・利用者向け（決済） 

・みたか地域ポイント（みたポ）全般 

 

⑦ お問い合わせ 

コールセンター電話番号を表示 

 

【閲覧数の推移】 

最も多くの閲覧数を記録したのは、5 月 14 日（火）の 6,017 件であった。 

また申込最終日である 5 月 7 日（火）や、購入開始後の 5 月 28 日（火）、利用開始後の 6 月 4

日（火）も 5,000 件を超える多くの閲覧があった。 

また、閲覧するデバイスとしては、圧倒的にモバイル端末での閲覧が多かった。 

 

 

 

 

 

 

 



ページビュー数（ モバイル）

モバイル
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（２）  専用アプリ 

アプリのお知らせ機能を活用し、情報発信を行った。 

発信日時 内容 

4 月 5 日 18:00 みたかデジタル商品券について 

4 月 15 日 18:00 【購入申込】みたかデジタル商品券について 

5 月 23 日 15:00 抽選結果の確認について 

5 月 24 日 15:00 商品券の購入について 

6 月 3 日 18:00 商品券の利用開始について 

6 月 11 日 10:00 よくあるお問い合わせについて 

6 月 19 日 18:00 商品券の購入がまだお済でない方へ 

6 月 26 日 10:00 【6/28(金)まで】サポートコーナーについて 

7 月 16 日 11:00 商品券と他の決済方法との併用について 

7 月 22 日 11:00 商品券をセブン-イレブンでも購入することができるようになりました 

7 月 31 日 10:00 【7/31(水)まで】商品券の購入について 

8 月 20 日 11:30 【みたかデジタル商品券】70 歳以上の方への地域ポイント付与について 

8 月 28 日 13:00 【8/31(土)まで】商品券の利用について 

8 月 30 日 18:00 【みたかデジタル商品券】アンケ―トを実施しています。 

8 月 31 日 10:00 【8/31(土)まで】商品券の利用について 

9 月 13 日 11:00 みたかデジタル商品券コールセンターの終了について 

 

（３）  三鷹市ホームページ 

「みたかデジタル商品券」の基本情報を掲載するとともに、専用 WEB サイトへのリンクを掲載。 

 

（４） 三鷹市公式 X（旧 Twitter） 

フォロワー数：28,154（令和 6(2024)年 9 月 13 日時点） 

 

発信日 内容 

1 月 25 日 みたかデジタル商品券の発売 

2 月 16 日 「みたかデジタル商品券」参加店舗を募集中 

4 月 5 日 みたか地域ポイントアプリを活用した「みたかデジタル商品券」を発売 

4 月 15 日 プレミアム率 20％！「みたかデジタル商品券」購入申込を受付中 

4 月 19 日 プレミアム率 20％！「みたかデジタル商品券」 

5 月 2 日 締切間近！購入申し込みは 5 月 7 日（火）まで みたかデジタル商品券 

5 月 23 日 みたかデジタル商品券 抽選結果をご確認ください 

7 月 25 日 「みたかデジタル商品券」の購入期限は 7/31(水)です 

8 月 30 日 みたかデジタル商品券の利用期間は 8/31(土)まで！ 
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（５） 広報みたか 

発行日 発行号 内容 

2 月 18 日 1,757 号 「みたかデジタル商品券」参加店舗を募集中（2 面） 

3 月 17 日 1,759 号 
締切間近！3 月 22 日（金曜日）まで 

みたかデジタル商品券 参加店舗を募集中（8 面） 

4 月 7 日 1,760 号 

「みたか地域ポイント」アプリを使ったみたかデジタル商品券を販売 

（1 面） 

みたかデジタル商品券 Q＆A（2 面） 

みたかデジタル商品券の購入・利用に関するスマホ操作をサポートし

ます（2 面） 

4 月 21 日 1,761 号 
購入申し込みは 5 月 7 日（火曜日）まで  

みたかデジタル商品券（12 面） 

5 月 5 日 1,762 号 

購入申し込みは 5 月 7 日（火曜日）まで 

みたかデジタル商品券（5 面） 

※本号と併せて市民向け周知チラシを全戸配布 

5 月 19 日 1,763 号 みたかデジタル商品券に関するお知らせ（12 面） 

7 月 7 日 1,766 号 
購入期限は 7 月 31 日（水曜日）  

みたかデジタル商品券に当選した方は購入をお忘れなく（16 面） 

8 月 18 日 1,769 号 みたかデジタル商品券のご利用はお早めに（4 面） 

9 月 1 日 1,770 号 
「みたかデジタル商品券」に関するアンケートへのご協力をお願いしま

す（4 面） 

 

 

（６） 事業チラシ（P52 参照） 

 

（７） その他  

・参加店舗向けポスター・ステッカー・二次元コードセット作成（制作物一覧（P54、55）参照） 

・市民向け周知チラシ及びスマホ支援チラシを公共施設に配架（4 月 5 日～） 

・三鷹くちこみテレフォンで、「みたかデジタル商品券」の紹介（4 月 11 日） 

・「みたかきっずナビ」アプリで「みたかデジタル商品券」の紹介（4 月 12 日） 

・その他、三鷹駅前商業施設のデジタルサイネージへの掲示や三鷹駅、三鷹台駅へのチラシの掲

示を実施 
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２ 事業結果 

2-1 申込実績・抽選結果 

（1） 申込実績 

4 月 12 日（金）から 5 月 7 日（火）の期間で購入申込を受け付けた。 

申込総人数：27,676 人 希望総口数：782,645 口 

■申込者の属性（年代別） 

年代 申込金額(円) 申込人数(人) 

割合(%) 

(各年代の申込

人数／申込人

数の合計) 

人口(4/1 現

在)(人) 

割合(%) 

(各年代の申込人数／各

年代の人口) 

10 歳未満 9,510,000 319 1.1 14,908 2.1 

10 代 26,684,000 924 3.3 16,713 5.5 

20 代 31,742,000 1,154 4.1 22,444 5.1 

30 代 104,069,000 3,680 13.2 23,569 15.6 

40 代 198,780,000 6,919 25.0 29,189 23.7 

50 代 207,319,000 7,325 26.4 30,179 24.2 

60 代 117,619,000 4,232 15.2 19,951 21.2 

70 代 66,468,000 2,380 8.5 17,950 13.2 

80 代 18,590,000 674 2.4 11,741 5.7 

90 代 1,844,000 68 0.2 3,527 1.9 

100 歳以上 20,000 1 0.0 138 0.7 

合計 782,645,000 27,676 100.00 190,309 14.5 

※各割合の数値は、小数点第２位で切り捨てとしているため、総数と内訳の合計は必ずしも一致し

ない。 

 

■申込者数・人口比  

町名 人口（４/1 現在） 申込者数 人口比 

井の頭 15,9５４ 1,844 11.６% 

牟礼 22,641 3,389 15.0% 

北野 7,844 819 10.4% 

新川 15,８５９ 1,931 12.2% 

中原 14,7５５ 1,569 10.6% 

井口 12,７６２ 1,796 14.1% 

上連雀 2５,857 4,226 16.3% 

下連雀 47,001 8,717 18.5% 

野崎 6,51７ 933 14.3% 

大沢 13,0０１ 1,301 10.0% 
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深大寺 8,1１８ 1,106 13.6% 

合計 190,３０９ ※１     27,631 14.5% 

※１ 三鷹市民以外の申込者（45 人）を除く。 

 

（2） 抽選結果 

申込者と令和６（2024）年 4 月 1 日時点で住民基本台帳に記載のある方との突合を行った。 

申込データの項目のうち、カナ氏名、漢字氏名、生年月日、住所を使用して突合作業を行い、不

明なデータに関してはコールセンターから申込者に確認を行いながら当選者を抽出した。 

抽選方法にはイコールゲイン方法の採用を予定していたが、申込数が想定数よりも少なかった

ため、申込数＝当選数として当選権を付与した。当選は 1 人最大 30 口となった。 

申込者の総数は 27,676 人であるが、三鷹市民以外の申込者 45 人、重複申込者 12 人、申

込後の退会者２人、住民基本台帳と突合ができなかった 82 人を落選とした。 

 

■口数別抽選結果 

 

 

 

 

 

 

 

口数 当選者数 当選口数 口数 当選者数 当選口数

1 12 12 16 2 32

2 28 56 17 1 17

3 47 141 18 6 108

4 7 28 19 0 0

5 181 905 20 1,237 24,740

6 17 102 21 1 21

7 9 63 22 4 88

8 13 104 23 0 0

9 1 9 24 3 72

10 1,075 10,750 25 80 2,000

11 4 44 26 2 52

12 11 132 27 5 135

13 5 65 28 3 84

14 2 28 29 0 0

15 286 4,290 30 24,493 734,790

合計 27,535 778,868
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2-2 商品券購入 

（１）  運営体制 

アプリ内から、クレジットカード支払いまたは、コンビニ支払いを選択し、購入する仕組みとし

て実施した。 

なお、クレジットカード支払いの際は、３D セキュアを必須とし、カードの不正利用の防止を図

った。 

【購入期間】 

5 月 24 日（金）10:00～7 月 31 日（水）２３：５９まで 

（２）  購入実績 

発行予定口数 1,000,000 口に対し、チャージ口数は 728,757 口となった。 

 

発行予定口数：1,000,000 口 （1,200,000,000 円） 

購入口数：728,757 口 

残   数：271,243 口 

購 入 額：874,508,400 円（プレミアム 20％を含む） 

発行予定口数に対する購入率：72.9% 

 

■週別チャージ 

 

  クレジットカード コンビニ（セブンイレブン以外） コンビニ（セブンイレブン） 合計 

5/24～5/30 292,437,600 77,368,800 0 369,806,400 

5/31～6/6 155,581,200 47,829,600 0 203,410,800 

6/7～6/13 73,431,600 22,022,400 0 95,454,000 

6/14～6/20 44,492,400 12,268,800 0 56,761,200 

6/21～6/27 26,594,400 9,322,800 0 35,917,200 

6/28～7/4 23,787,600 7,086,000 0 30,873,600 

7/5～7/11 19,812,000 4,423,200 0 24,235,200 

7/12～7/18 14,287,200 3,234,000 0 17,521,200 

7/19～7/25 11,827,200 2,384,400 536,400 14,748,000 

7/26～7/31 20,212,800 3,010,800 2,557,200 25,780,800 

合計 682,464,000 188,950,800 3,093,600 874,508,400 

比率 78.0% 21.6% 0.4% 100.00% 

 

2-3 商品券参加店舗 

商工会を通して、3,309 店舗に案内チラシを郵送した。2 月 16 日（金）から募集を開始、締め切

りの 7 月 31 日（水）までに 446 店舗が登録、6 月 24 日（月）に 1 店舗から参加取りやめの申し

出があり、最終的には 445 店舗が参加した。 
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3 月 22 日（金）を 1 次締切とし、ここまでに参加された 374 店舗は、4 月 5 日（金）より公開の

専用 WEB サイトの「参加店舗一覧」に掲載。1 次締切以降に参加された店舗は随時掲載を行った。 

申込は WEB 申請フォームの入力、または FAX にて申込書を送付してもらう方法をとった。

WEB 申請フォームによる申込が 292 店舗（65.5％）、FAX による申込が 154 店舗（34.5％）で

あった。 

 

■参加店舗登録数の変遷  

No.1～5→1 週間毎、No.6～13→2 週間毎、No.14→最終日まで 

No. 期間 
申込数 累計 

参加店舗数 
備考 

WEB FAX 計 

1 2 月 16 日～2 月 23 日 70 16 86 86  

2 2 月 24 日～3 月 1 日 33 23 56 142  

3 3 月 2 日～3 月 8 日 22 21 43 185  

4 3 月 9 日～3 月 15 日 51 28 79 264  

5 3 月 16 日～3 月 22 日 58 52 110 374 3 月 22 日 1 次締切 

6 3 月 23 日～4 月 5 日 16 7 23 397  

7 4 月 6 日～4 月 19 日 9 4 13 410  

8 4 月 20 日～5 月 3 日 9 0 9 419  

9 5 月 4 日～5 月 17 日 5 2 7 426  

10 5 月 18 日～5 月 31 日 8 0 8 434  

11 ６月 1 日～6 月 14 日 6 1 7 441  

12 6 月 15 日～6 月 28 日 4 0 4 444 6 月 24 日 1 店舗参加取りやめ 

13 6 月 29 日～7 月 12 日 1 0 1 445  

14 7 月 13 日～7 月 31 日 0 0 0 445  

 合計 

（割合） 

292 

（65.5％） 

154 

（34.5％） 

446 445  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



■規模別（店舗面積別）店舗数

規模（店舗面積） 店舗数 割合

㎡未満

㎡～ ㎡未満

㎡以上

合計 ％

■営業形態別店舗数

営業形態 店舗数 割合

チェーン店

フランチャイズ

個店

合計 ％

チェーン店

フランチャイズ

個店

㎡未満

㎡～ ㎡未満
㎡未満



■業種別一覧

業種 店舗数 割合

飲食（居酒屋）

飲食（和食）

飲食（イタリアン）

飲食（そば・うどん）

飲食（ラーメン）

飲食（カフェ）

飲食（その他）

スーパーマーケット

飲食料品類

ホームセンター

ドラッグストア・薬局

家電

自転車・自動車・バイク

衣料・身の回り品

コンビニエンスストア

理容・美容

クリーニング

建設・不動産

その他・サービス

その他の小売

医療

合計

飲食（居酒屋）

飲食（和食）
飲食（イタリアン）

飲食（そば・うどん）

飲食（ラーメン）

飲食（カフェ）

飲食（その他）

スーパーマーケット

飲食料品類

ホームセンター

ドラッグストア・薬局

家電

自転車・自動車・バイク
衣料・身の回り品

コンビニエンスストア

理容・美容

クリーニング

建設・不動産

その他・サービス

その他の小売

医療



■地域別一覧

地域名 店舗数 割合

井の頭

牟礼

北野

新川

中原

井口

上連雀

下連雀

野崎

大沢

深大寺

武蔵野市

調布市

小金井市

合計

井の頭

牟礼

北野

新川

中原

井口

上連雀

下連雀

野崎

大沢

深大寺
武蔵野市

調布市 小金井市
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2-4 利用者支援の実績 

（1） スマホ体験講習会 

【会場ごとの参加人数】 

実施日 会場（コミュニ

ティ・センター） 

参加人数 備考 

4 月 13 日（土） 

井口 8 名  

井の頭 6 名  

新川中原 10 名  

連雀 15 名  

 4 月 13 日 計 39 名  

4 月 14 日（日） 

大沢 3 名  

牟礼 7 名  

新川中原 4 名  

三鷹駅前 17 名  

 4 月 14 日 計 31 名  

4 月 20 日（土） 

牟礼 8 名  

井口 9 名  

三鷹駅前 11 名  

 4 月 20 日 計 28 名  

4 月 21 日（日） 

大沢 1 名  

井の頭 5 名  

連雀 11 名 スマホレンタル 1 台 

 4 月 21 日 計 17 名  

 合計 115 名  

 

・必要備品や各会場へ掲示用のサイン（POP）は会場に事前に送付した。 

スマホ体験講習会用サイン（POP）一覧は P６4 参照。 

・体験用スマホは各会場に用意した（android）。参加者の利用は 1 台であった。 

・第 1 部の参加者には、みたか地域ポイント 100 ポイントを付与した。 

（付与を希望する参加者に二次元コードを読み取ってもらう方式） 

・開始までに「みたか地域ポイントアプリ」のダウンロードと新規登録をお願いしていたが、会場スタ

ッフのサポートによって完了する方もいた。 

・第 1 部では、操作説明に合わせて、自身のスマホ操作を進めたい参加者が多く、質問対応や操作

補助に時間を要したため、会場によっては終了予定時刻を超えるケースがあった。 

 第 2 部では、第 1 部で質問対応や操作補助を行ったこともあり、個別相談にかかる時間は想定よ

りも短かったため、プログラム全体では予定時間内での完了となった。 
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【会場入口・受付の様子（左：連雀 右：三鷹駅前）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第 1 部の様子（左：新川中原 右：牟礼）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第 2 部の様子（左：井口 右：井の頭）】 
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（2） サポートコーナー 

合計 694 人に利用された。月毎の実績は以下の通りである。 

なお、この他に窓口での職員対応として、215 人の相談を受けた。 

 

■4 月実施分 

【窓口の日数】  16 日間 

【窓口の開設時間】 午前 9 時～午後 4 時 30 分（正午～午後１時を除く） 

【窓口の会場】  三鷹市役所第二庁舎 3 階 232 号会議室 

【相談実績】 
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■5 月実施分 

【窓口の日数】  15 日間 

【窓口の開設時間】 （市役所）午前９時～午後４時 30 分（正午～午後１時を除く） 

（ネット大）午前９時 30 分～午後４時 

【窓口の会場】    （市役所）三鷹市役所第二庁舎 4 階 245 号会議室 

（ネット大）三鷹ネットワーク大学  

【相談実績】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※平日は、市職員が会場にて別途サポートを実施した。 
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■6 月実施分 

【窓口の日数】  17 日間 

【窓口の開設時間】 （市役所）午前 9 時～午後 4 時 30 分（正午～午後１時を除く） 

（ネット大）午前 9 時 30 分～午後 4 時 

【窓口の会場】  （市役所）三鷹市役所第二庁舎 4 階 245 号会議室 

（ネット大）三鷹ネットワーク大学  

【相談実績】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※平日は、市職員が会場にて別途サポートを実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



■６月臨時窓口実施分

【窓口の日数】 日間

【窓口の開設時間】 午前 時～午後 時

【窓口の会場】 三鷹市役所第二庁舎 階 号会議室

【相談実績】

■サポートコーナーアンケート結果

・利用者の年代

・解決度合い

代 代
５０代

６０代

７０代

８０代

９０代以上

３０代

４０代

５０代

６０代

７０代

８０代

９０代以上

： 人

： 人

： 人

： 人

： 人

： 人

： 人

ほぼ解決した

解決しなかった

少しだけ解決した 半分くらい解決した

ほぼ解決した

解決しなかった

少しだけ解決した

半分くらい解決した

： 人

： 人

： 人

： 人



・満足度

（ ） スマホ出張説明会

全 回の出張説明会を行った。各回の概要は以下のとおりである。

日時 ４月 日（木） 〜 ＊ 相談者１名が遅れて来られたため実質２時間

場所 三鷹駅前コミュニティ・センター４階

人数 ８名

実施

方法

あらかじめ相談者の方には時間をずらして来ていただくよう案内をして、アプリインストー

ルから申し込みまで、基本的に１対１で操作説明を実施

感想

他

７名は申し込みまで完了したが、１人は、申込完了まで至らず、 のバージョン等の影響も

あるため、行きつけのキャリアショップでの対応となった

アンケートの満足度は、５：７名、４：１名

日時 月 日（水） 〜

場所 大沢コミュニティ・センター 多目的室

人数 名 ＊申込者 名、見学 名

実施

方法

・ 分程度、大型テレビを使って事業説明とテキストを表示して申込までの流れを説明

・個々に操作をサポートするので待っている間に、メールアドレスとパスワード作成し

電話番号を確認して頂くよう案内

・個々に見回りながら申込まで完了のサポートを実施

感想

他

・初めてキャッシュレス決済を体験できる機会で楽しみ

・難しくてサポート無しでは申し込みできなかったと思う

・近くでサポートが受けられて良かった、などの感想があった

１（低い）

２ ３

４

５（高い）

１（低い）

２

３

４

５（高い）

： 人

： 人

： 人

： 人

人
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日時 4 月 25 日（木）11:30～13:30 

場所 井の頭地区公会堂 ２階和室 

人数 8 名 

実施

方法 

・はじめに事業や説明会の主旨を説明しチラシを見せながら全体の日程等を説明  

・マニュアルに沿って、1 つずつ各自で操作をしてもらいながらゆっくり説明 

・最終的に購入申し込みまで全員が完了 

・「みたか地域ポイント」アプリをインストール済みの方が半数いたためスムーズに進行 

感想

他 

・市報を持参されている方もいて関心は高い 

・自分にできるかわからないので、近くにサポートに来てくれてありがたい 

・抽選日の５月２３日が楽しみ（一緒に買い物に行こうなど話が弾む場面も）などの感想があ

った 

 

日時 5 月 2 日（木） 10 時〜12 時 

場所 井の頭東部地区公会堂 

人数 １０名 

実施

方法 

・プロジェクターで事業の目的や利用までの流れを説明  

・新規登録に必要なメールアドレス、パスワード、ニックネーム、電話番号などの確認 

・マニュアルに沿ってダウンロードから申込まで順に個別にサポート（全員完了） 

・抽選結果の見方、コンビニでの購入方法などを画面で説明 

感想

他 

・グループ内で早くできた方が他の方をサポートするなど参加者も一生懸命に取り組んで

いた 

 

日時 5 月 6 日（月） 10 時〜12 時 

場所 三鷹台地区公会堂  

人数 ９名 

実施

方法 

・早く来た人に、新規登録に必要なメールアドレス、パスワード、ニックネーム、電話番号など

確認をお願いして準備 

・プロジェクターでチラシを表示し事業の目的や利用までの流れを説明 

・マニュアルを投影しダウンロードから申込まで順に個別にサポート 

・電話番号が違っていた方がいたが再度確認し全員が申込完了 

・コンビニ払いの説明、利用の場合の QR コードの読取などを説明 

・利用店舗の一覧の見方や地図で確認する方法も、それぞれのスマホで操作してもらった 

感想

他 

・説明会の申込以降、待ち遠しかったとの声や、前日に「メールアドレスが必要」との連絡を

いただくなど、きめ細やかな対応がよかったとの言葉をいただいた 

・コンビニでの購入に不安がある様子も感じましたが、「前向きにやってみよう！」「一緒に

行こうよ！」と声をかけ合っていた 
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（4） 携帯電話事業者によるスマホ教室 

合計 54 人に利用された。各店舗での実績は以下のとおりである。 

 

■ドコモショップ三鷹店 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ドコモショップ東八三鷹店 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ■ドコモショップ武蔵境店 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



商品券利用実績

月 日（月）より利用を開始し、 月 日（土）に利用期間を終了した。

購入総額に対する商品券の利用割合は ％、 店舗（ ）で利用実績があり、 店

舗（ ％）では利用実績がなかった。

業種別の利用実績では、スーパーマーケットが全体の 割以上を占めた。

【利用期間】 月 日（月） ～ 月 日（土）２３：５９まで

チャージ（額面）総額 円 円 口

利用総額 円 （対購入額 ％）

回あたりの平均利用額 円

最多利用金額帯 ～ 円 （ ％）

■商品券利用実績表 業種・月別 （単位：円）



■販売額に対する利用・未利用（金額）

■曜日別商品券利用金額

チャージ額 利用額 未利用額 退会による失効額 有効期限切れ額

金額 874,508,400円 872,343,790円 2,164,610円 12円 2,164,598円

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日



■時間帯別利用金額

■商品券利用金額割合

売
上
額
（千
円
）

利用時間

円以下

～ 円

～ 円

～ 円

～ 円

～ 円

円以下

～ 円

～ 円

～ 円

～ 円

～ 円

～ 円

～ 円

～ 円

～ 円

～ 円

～ 円

～ 円

～ 円

～ 円

～ 円

～ 円

～ 円

～ 円



■業種別利用割合

スーパーマーケット

衣料・身の回り品

飲食 和食理容・美容

その他の小売

飲食 その他飲食 居酒屋

ホームセンター

飲食料品

類

医療

飲食 カフェ

建設・不動産

飲食 ラーメン

コンビニエンスストア

飲食 イタリアン

自転車・自動車・バイク

クリーニング

飲食 そば・うどん

その他・サービス

ドラッグストア・薬局

家電
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■参加店舗・利用店舗の利用比  

利用店舗・未利用店舗 

  参加店舗 利用店舗 未利用店舗 

店舗数 446 418 28 

比率 100.0％ 93.7% 6.3% 

（1） 業種別   

業種 参加店舗数 利用店舗数 利用比 金額（円） 

飲食(和食) 25 24 96.0% 15,753,492 

飲食(イタリアン) 11 11 100.0% 4,020,802 

飲食(そば・うどん) 7 7 100.0% 3,941,468 

飲食(ラーメン) 6 6 100.0% 1,922,297 

飲食(カフェ) 15 14 93.3% 4,094,483 

飲食(居酒屋) 24 23 95.8% 5,943,831 

飲食(その他) 45 45 100.0% 37,145,256 

スーパーマーケット 23 23 100.0% 491,770,871 

飲食料品類 20 20 100.0% 12,641,658 

ホームセンター 3 3 100.0% 26,177,071 

ドラッグストア・薬局 34 34 100.0% 144,823,181 

家電 9 8 88.9% 38,687,791 

自転車・自動車・バイク 11 11 100.0% 8,532,019 

衣料・身の回り品 21 21 100.0% 9,532,438 

コンビニエンスストア 23 23 100.0% 12,045,251 

理容・美容 33 32 97.0% 7,549,036 

クリーニング 5 5 100.0% 2,252,708 

建設・不動産 12 5 41.7% 452,112 

その他・サービス 47 33 64.7% 5,125,117 

その他の小売 51 49 94.2% 36,241,066 

医療 21 21 100.0% 3,691,842 

合計 446 418 93.7% 872,343,790 

 

 

 

 

 

 

 



（ ） 地域別

地域 参加店舗数 利用店舗数 利用比 金額（円）

井の頭

井口

下連雀

上連雀

新川

深大寺

大沢

中原

北野

牟礼

野崎

武蔵野市

調布市

小金井市

合計

■利用金額店舗の分布図

上位 位 上位 位 上位 位 残り



６ コールセンター

（ ） コールセンターの設置

会社名 株式会社 グローバルアシスタンス

所在地 東京都千代田区岩本町 ビル神田 階

開設期間 月 日（金）～ 月 日（金）

（ ） 営業期間・時間・回線数一覧

（ ） 利用者の入電実績

ア 月別実績：令和６（ ）年 月～ 月 総応答数： 件

イ 問い合わせ内容別・月別実績：令和６（ ）年 月～ 月

　 2024年2月 2024年3月 2024年4月 2024年5月 2024年6月 2024年7月 2024年8月 2024年9月

応答数

2024年2月 2024年3月 2024年4月 2024年5月 2024年6月 2024年7月 2024年8月 2024年9月 合計

事業概要

申込方法について

購入について

利用について

ポイントについて

アプリに関して

加盟店舗（利用可能店舗）

クレーム・ご意見

その他

スマホ説明会予約

合計



（ ） 事業者の入電実績

ア 月別実績：令和６（ ）年 月～ 月 総応答数： 件

イ 問い合わせ内容別・月別実績：令和６（ ）年 月～ 月

※問い合わせ内容別・月別実績については、入電１件に対して複数の問合せ内容が含まれる場合、積算してカウントしている。

2024年2月 2024年3月 2024年4月 2024年5月 2024年6月 2024年7月 2024年8月 2024年9月

応答数

2024年2月 2024年3月 2024年4月 2024年5月 2024年6月 2024年7月 2024年8月 2024年9月 合計

事業概要

加盟店舗登録について

販促ツール・宣伝データ

利用について

販売分の管理・精算について

クレーム・ご意見

その他

FAX着信確認

合計



７ アプリ内お問い合わせ機能（ ）

アプリに搭載されている「お問い合わせ」への返答は事務局で対応した。

■問い合わせ内容別・月別実績 総問い合わせ数： 件

※集計期間 月 日（金）～ 月 日（金）

最も問い合わせが多かった月は 月であり、

集計期間全体で最も多い問い合わせ内容は購入に関するものであった。

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 合計

アプリ登録・申込について ２４７

購入について

（購入の内、クレジットカードエラーの問い合わ

せ）

利用について

みたか地域ポイントについて

みたかデジタル商品券全般 ７０

併用決済について

利用者間交換について

機種変更について ６１

その他

タッタカくんウオーク＆ランについて

アプリ退会について

合計 ２７６ ６６７ ５３２ １９４ １０７ １２
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2-8 事業規約等 

（１） みたかデジタル商品券事業利用者規約 

 

第 1 条 （総則） 

本規約は、三鷹市（以下「市」という。）が発行する「みたかデジタル商品券」の取り扱い等について

定めるものです。 

第 2 条 （事業の目的） 

市が令和４年 12 月に試行運用を開始した「三鷹市地域ポイント事業」の令和６年度からの本格

運用に当たり、みたか地域ポイントアプリ（以下「アプリ」という。）の利用促進やデジタル化の推進を

図るとともに、物価高騰の影響による市民生活を支援するため、アプリを利用したデジタル型の商

品券を発行する「みたかデジタル商品券事業」を実施します。 

第 3 条 （定義） 

本規約において利用する用語の定義は次のとおりとします。 

(1) 「みたかデジタル商品券」とは、三鷹市が電磁的方法により市内在住者に対して発行（販売）

する商品券で、商品券を購入した者が本規約等に基づく商品券取引に使用することができる

ものをいいます。 

(2) 「参加店舗」とは、みたかデジタル商品券事業参加店舗規約を承諾のうえ、市に所定の登録

申請をし、その承認を受けた店舗、事業所又は施設等で、みたかデジタル商品券が利用できる

店舗、事業所又は施設等をいいます。 

(3) 「商品券取引」とは、みたかデジタル商品券を購入した者が、参加店舗より物品、サービス等

の商品又は役務の提供（以下「商品等」という。）を受けた場合等に、その代金等をみたかデジ

タル商品券で決済することをいいます。 

第 4 条 （事業の内容） 

本事業の内容は次のとおりとします。 

(1) 商品券の名称 みたかデジタル商品券（以下「商品券」という。） 

(2) 主催者 三鷹市 

(3) 発行額面 12 億円（額面単価 1,200 円×100 万口） 

(4) 販売対象者 市内在住者（本規約の「市内在住者」とは、令和６年４月１日現在、住民基本台

帳に記載のある者（住民票のある者）と定義し、購入申込者情報と住民基本台帳の照合により

判断します。） 

(5) 商品券の形状 アプリを利用したデジタル型商品券 

(6) 販売価格 １口 1,000 円（額面 1,200 円） 

(7) 購入申込期間 令和６年４月 12 日（金）～５月７日（火） 

ただし、申込みが発行額に満たないときは、２次申込みを行う場合があります（申込方法は、

別途定めます。）。 

(8) 販売方法 事前申込による抽選販売 

(9) 抽選方式 購入希望者には必ず１口は当選する仕組みとして抽選します。 

ただし、２次申込みの場合は、この限りではありません。 
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(10) 購入方法 アプリに通知された抽選結果に基づき、アプリにより購入手続きを行います。商

品券の購入は、クレジットカードによるキャッシュレス決済（３Ｄセキュアによる認証が必要にな

ります。）又は所定のコンビニエンスストアでの現金支払いを原則とします。 

(11) 販売期間 令和６年５月 24 日（金）～７月 31 日（水） 

(12) 利用期間 令和６年６月３日（月）～８月 31 日（土） 

(13) 上限購入口数 １人 30 口（30,000 円、額面 36,000 円） 

ただし、２次申込みの場合は、この限りではありません。 

第 5 条 （商品券の購入申込等） 

1 商品券の購入申込みができる者は、三鷹市の住民基本台帳（令和６年４月１日現在）に記載があ

る者で、電話番号が登録されたスマートフォン等の機器及びメールアドレスを有する者とします。

ただし、スマートフォン等の機器を所有する家族の同意を得て、同機器を所有しない家族が申込

むことも可能とします。 

2 商品券の購入申込みは、本規約、みたか地域ポイントアプリ利用規約及びみたか地域ポイントア

プリ・プライバシーポリシーに同意のうえ、第４条に規定する購入申込期間内に、アプリによりアカ

ウント登録、SMS 認証及びその他必要事項の入力をすることにより行うこととします。 

3 購入申込みは１人につき１件（最大 30 口）までとします。ただし、全体の申込みが発行総額に満

たないときは、２次申込みを行う場合があります。 

4 同一人物分の申込みが複数件あると市が認めた場合又はなりすまし等不正な申込みであると

市が認めた場合は、その申込みを無効とします。 

5 商品券の購入申込みをする者（以下「申込者」という。）が未成年者である場合は、商品券の購入

申込みについて、必ず親権者又は法定代理人の同意を得ることとします。 

6 申込者自身で商品券を購入することが困難である場合等、その他やむを得ない事由がある場合

は、申込者の法定代理人において申込者のために商品券の購入申込みに係る手続を行うことが

できるものとします。 

第 6 条 （商品券の販売） 

商品券の販売に係る規定は、次のとおりとします。 

(1)  市は、申込者の情報と三鷹市住民基本台帳の情報を照合し、販売対象者であることの確認

を行います。市は、申込者が販売対象者と認められないと判断した場合は、商品券の販売は

行わないこととします。 

(2) 市は、申込者に対し、抽選結果（当選口数を含む。）をアプリ上で通知します。 

(3) 抽選結果の通知を受けた者は、アプリにより商品券を購入できるものとします。 

(4) 商品券の購入代金の支払いは、クレジットカードによるキャッシュレス決済（３Ｄセキュアに

よる認証が必要になります。）又は所定のコンビニエンスストアでの現金支払いを原則としま

す。 

(5) 当選口数の範囲内であれば、複数回に分けての購入を可能とします。 

(6) 販売した商品券については、特定の参加店舗が商品券の取扱いをできなくなった場合又は

参 加店舗における特定の商品若しくはサービスについて商品券の利用対象とできなくなっ

た場合や、天災等の不可抗力による場合を含め、商品券利用期間内・期間外のいずれにおい

ても払い戻しはできないものとします。 

(7) 商品券の購入に係る領収書の発行はできません（参加店舗で商品券取引があった際の領

収書の発行については、各店舗の判断で対応することとします。）。 
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第 7 条 （商品券の利用） 

1 商品券は、第４条に規定する利用期間内に、参加店舗における商品の販売、サービスの提供等に

ついてその額面をもって現金と同等とし、参加店舗の商品の販売、サービスの提供等に利用可能

とします。 

2 商品券の利用に当たっては、参加店舗に掲示された商品券の決済用二次元コードを、商 

品券を購入した者（以下「利用者」という。）のアプリにより読み取ることで行うこととし、利用者

と参加店舗の相互により利用額を確認し、支払処理を行うものとします。 

3 次のような場合は商品券の利用対象にならず、商品券の利用は禁止するものとします。 

(1)  資産形成につながるもの 

(2) 換金性の高いもの（ギフト券・ビール券・お米券・図書券・旅行券・共通入浴券・文具券・店舗

が独自発行する商品券などの各種商品券、有価証券・切手・はがき・印紙・プリペイドカード・

電子マネーなど）の購入 

(3) 他の電子マネー等へのチャージ 

(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23 年法律第 122 号）第２条

第５項に規定する性風俗関連特殊営業に係るもの 

(5) 税金や保険料・市指定有料ゴミ袋など国や地方公共団体等への支払い 

(6) 電気、ガス、水道料金などの公共料金への支払い 

(7) たばこの購入 

(8) インターネットを通じた商品の販売、サービスの提供等その他の通信販売等における支払

い 

(9) 販売、提供等が法令等に違反するもの 

(10) その他、市及び取扱店等が特に指定するもの 

4 商品券を利用した商品の販売、サービスの提供等については、参加店舗と利用者との間で直接

売買契約等が締結されるものであって、市は、当該売買契約等の当事者となるものではなく、当

該売買契約等に基づく商品の販売、サービスの提供等について何ら責任を負うものではありま

せん。 

5 商品券の利用について、市は、特定の参加店舗が商品券の利用期間中継続して参加店舗として

商品券を取り扱うものであること、及び、参加店舗における特定の商品又はサービスについて商

品券の利用期間中継続して商品券の利用対象となることについて、何ら保証するものではあり

ません。 

6 第４条に規定する利用期間を過ぎた商品券の残高は無効となります。また、市は、無効となった

商品券について、何ら保証するものではなく、何ら責任を負うものではありません。 

第 8 条 （アプリの提供の停止、中断） 

1 市は、次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、アプリの提供を停止するほか、アプリの

登録情報及び記録情報を削除することがあります。 

(1) 利用者が三鷹市地域ポイント事業実施要綱、本規約等に違反した場合 

(2) 利用者が登録した情報に虚偽の内容が含まれる場合 

(3) 利用者が三鷹市暴力団排除条例（平成 24 年三鷹市条例第 35 号）第２条第２号に規定する

暴力団員又は同条第３号に規定する暴力団関係者と関わる場合 

2 市は、システム保守、システム障害対応、天災・争乱等の不可抗力等の技術上又は運用上の理由

その他やむを得ない事情により、アプリの全部又は一部の提供を中断する場合があります。 
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3 前２項の場合において、利用者は商品券取引を行うことができないことをあらかじめ承諾する

ものとし、この場合において、逸失利益、機会損失等については、いかなる場合にも市は責任を

負わないものとします。 

第 9 条 （転売等の禁止） 

利用者は、購入した商品券を譲渡、転売等してはならないものとします。 

第 10 条 （コールセンター） 

参加店舗・利用者共通のコールセンターを次のとおり設置します。 

(1) 設置期間は、令和６年２月 16 日から９月 13 日まで（土･日、祝日を含む。）とし、営業時間

は、午前 10 時から午後６時までとします。 

(2) 通話料は、発信者の負担はなし（フリーダイヤル）とします。 

(3) コールセンターの電話番号は以下のとおりとします。 

0120-606-617 

第 11 条 （事故） 

販売した商品券の盗難、紛失その他の事件・事故による滅失・損傷等について、市は一切責任を

負うものではありません。この場合において、商品券の盗難、紛失その他の事件・事故による滅失・

損傷（番号が読み取れる場合を除く。）等による商品券の再発行はしません。 

第 12 条 （紛争の解決） 

商品券の利用等に関して、参加店舗と利用者その他第三者との間で又は利用者と参加店舗その

他第三者との間で苦情又は紛争等が生じた場合は、全て当該紛争等の当事者間でこれを解決する

ものとし、市は一切責任を負わないものとします。 

第 13 条 （合意管轄） 

利用者は、商品券の取り扱い等に関して、市との間に紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一

審の専属的合意管轄裁判所とします。 

附 則 

この規約は、令和６年２月７日から施行する。 

 

 

（２） みたかデジタル商品券事業参加店舗規約 

 

第 1 条 (総則) 

本規約は、三鷹市（以下「市」という。）が実施する「みたかデジタル商品券事業」において、店舗、

事業所又は施設等が次条第９号に規定する商品券取引を行う場合等の規則について、必要な事項

を定めるものです。 

第 2 条 （定義） 

本規約において利用する用語の定義は次のとおりとする。 

(1) 「みたかデジタル商品券」（以下「商品券」という。）とは、市が電磁的方法により市内在住者に

対して発行（販売）する商品券で、本規約等に基づく商品券取引に使用することができるものを

いいます。 

(2) 「利用者」とは、商品券を購入し、商品券を利用した各種サービス（以下「利用者サービス」とい

う。）を利用する者をいいます。 
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(3) 「参加店舗」とは、本規約を承諾のうえ、市長に所定の登録申請をし、その承認を受けた店舗、

事業所又は施設等で、利用者が商品券を利用できるものをいいます。 

(4) 「利用者端末」とは、利用者サービスにおいて認証や決済に利用される利用者のスマートフォ

ン等の機器等の総称をいいます。 

(5) 「アプリ」とは、みたか地域ポイントアプリのことをいいます。 

(6) 「参加店舗サービス」とは、参加店舗が本規約に基づく商品券取引を行うために、市が参加店

舗に提供するサービスをいいます。 

(7) 「参加店舗システム」とは、参加店舗サービスの提供のために、市が運用するコンピュータ、通

信回線、ソフトウェア等の総称をいいます。 

(8) 「管理システム」とは、参加店舗システムのうち、参加店舗が、通信回線を介して、参加店舗サー

ビスの利用履歴等を閲覧等ができるシステムをいいます。 

(9) 「商品券取引」とは、利用者が参加店舗より物品、サービス等の商品又は役務（以下「商品等」と

いう。）の提供を受けた場合等に、その代金等を商品券で決済することをいいます。 

(10) 「代行事業者」とは、市からの委託を受けて、みたかデジタル商品券事業の業務を行う事業者

をいいます。 

第 3 条 （事業の内容） 

本事業の内容は次のとおりとする。 

(1) 商品券の名称 みたかデジタル商品券 

(2) 主催者 三鷹市 

(3) 発行額面 12 億円（額面単価 1,200 円×100 万口） 

(4) 販売対象者 市内在住者（本規約の「市内在住者」とは、令和６年４月１日現在、住民基本台帳に

記載のある者（住民票のある者）と定義し、購入申込者情報と住民基本台帳の照合により判断し

ます。） 

(5) 商品券の形状 アプリを利用したデジタル型商品券 

(6) 販売価格 １口 1,000 円（額面 1,200 円） 

(7) 購入申込期間 令和６年４月 12 日（金）～５月７日（火） 

ただし、申込みが発行額に満たないときは、２次申込みを行う場合があります（申込方法は、別途定

めます。）。 

(8) 販売方法 事前申込による抽選販売 

(9) 抽選方式 購入希望者には必ず１口は当選する仕組みとして抽選します。 

ただし、２次申込みの場合は、この限りではありません。 

(10) 購入方法 アプリに通知された抽選結果に基づき、アプリにより購入手続きを行います。商品

券の購入は、クレジットカードによるキャッシュレス決済（３Ｄセキュアによる認証が必要になりま

す。）又は所定のコンビニエンスストアでの現金支払いを原則とします。 

(11) 販売期間 令和６年５月 24 日（金）～７月 31 日（水） 

(12) 利用期間 令和６年６月３日（月）～８月 31 日（土） 

(13) 上限購入口数 １人 30 口（30,000 円、額面 36,000 円） 

ただし、２次申込みの場合は、この限りではありません。 

第 4 条 （商品券の利用） 
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1 商品券は、第３条に規定する利用期間内に、参加店舗における商品の販売、サービスの提供等に

ついてその額面をもって現金と同等とし、参加店舗の商品の販売、サービスの提供等に利用でき

るものとします。 

2 商品券の利用に当たっては、参加店舗に掲示された商品券の決済用二次元コード（以下「二次元

コード」という。）を、利用者のアプリにより読み取ることで行うこととし、利用者と参加店舗の相

互により利用額を確認し、支払処理を行うものとします。 

3 次のような場合は商品券の利用対象にならず、商品券の利用は禁止するものとします。 

(1) 資産形成につながるもの 

(2) 換金性の高いもの（ギフト券・ビール券・お米券・図書券・旅行券・共通入浴券・文具券・店舗が

独自発行する商品券などの各種商品券、有価証券・切手・はがき・印紙・プリペイドカード・電子マ

ネーなど）の購入 

(3) 他の電子マネー等へのチャージ 

(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23 年法律第 122 号）第２条第５

項に規定する性風俗関連特殊営業に係るもの 

(5) 税金や保険料・市指定有料ゴミ袋など国や地方公共団体等への支払い 

(6) 電気、ガス、水道料金などの公共料金への支払い 

(7) たばこの購入 

(8) インターネットを通じた商品の販売、サービスの提供等その他の通信販売等における支払い 

(9) 販売、提供等が法令等に違反するもの 

(10) その他、市及び参加店舗等が特に指定するもの 

4 商品券を利用した商品の販売、サービスの提供等については、参加店舗と利用者との間で直接

売買契約等が締結されるものであって、市は、当該売買契約等の当事者となるものではなく、当

該売買契約等に基づく商品の販売、サービスの提供等について何ら責任を負うものではありま

せん。 

5 商品券の利用について、市は、特定の参加店舗が商品券の利用期間中継続して参加店舗として

商品券を取り扱うものであること、及び、参加店舗における特定の商品又はサービスについて商

品券の利用期間中継続して商品券の利用対象となることについて、何ら保証するものではあり

ません。 

6 第３条に規定する利用期間を過ぎた商品券の残高は無効となります。また、市は、無効となった

商品券について、何ら保証するものではなく、何ら責任を負うものではありません。 

第 5 条 （参加店舗） 

1 参加店舗の登録は、次の登録基準のいずれかを満たし、第４項の同意事項に同意する店舗、事務

所のうち、登録をした店舗、事務所等に限り商品券を取り扱うことができるものとします。 

(1) 市内所在の店舗、事務所 

(2) 市境界線から隣接市域の概ね 300 メートル以内に立地し、かつ次のア若しくはイに該当する

店舗、事務所 

ア 当該店舗等の登録が市民の生活支援に特に必要であると、市が判断する店舗等 

イ 市内に住所を有する個人事業主又は市内に本店登記のある法人が経営する店舗等であって、

市が相当と認めるもの 

2 登録手続期間は、令和６年２月 16 日から７月 31 日までとします。ただし、令和６年２月 16 日

から３月 22 日までを一次募集期間とし、当該期間内に申請を受け付けた参加店舗については、
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４月上旬に公開予定の市が開設するＷＥＢサイト（以下「市ＷＥＢサイト」という。）やアプリ等に店

舗情報を掲載します。一次募集期間後に登録があった参加店舗については、随時、市ＷＥＢサイト

等で周知を行います。 

3 登録料は無料とします。 

4 参加店舗の登録にあたっては、次の事項の全てに同意する必要があります。 

(1) 参加店舗は、商品券を利用した商品の販売、サービスの提供等については、参加店舗と利用者

との間で直接売買契約等が締結されるものであって、市は当該売買契約等の当事者となるもの

ではなく、当該売買契約等に基づく商品の販売、サービスの提供等については全て参加店舗にお

いて責任を負うべきものであること、並びに、商品の販売、サービスの提供等について万が一利

用者その他第三者との間でトラブルが生じた場合は、全て参加店舗の責任と費用負担において

対応すべきものであることについて同意すること。 

(2) 参加店舗は、やむを得ない事情がない限り商品券の利用期間中継続して参加店舗としてその

販売する商品ないし提供するサービス等について商品券を取り扱うべきものであることについ

て同意すること。 

(3) 参加店舗は、本規約及び市が提供するマニュアル等を遵守し、不正行為をしないことについて

同意するものとし、商品券の利用について、市が証憑類等を提出することを求めた場合には直ち

にこれに応じること。 

(4) 参加店舗は、商品券の利用実績の確認やキャンセル処理等を行うときは、市が用意する管理

システムで行うこと。管理システムにアクセスするために必要な機器やネットワーク環境等は参加

店舗が準備すること。 

5 申請方法は、本規約に同意のうえ、市が用意するＷＥＢフォームへの入力または必要事項を記入

した参加店舗申込書のＦＡＸ送信にて申請するものとします。 

6 市は、申請のあった店舗、事務所について、本規約等の規定する条件等につき市の審査を経て、

参加店舗として承認します。市は、承認した参加店舗に対して、電子メール又は郵送等により通

知するほか、商品券の二次元コードが印刷されたポップや参加店舗ポスターなどの必要書類等

を交付します。 

7 参加店舗の登録をもって、市と参加店舗との間に本規約を内容とする参加店舗契約（以下「本契

約」という。）が成立するものとします。 

8 参加店舗が登録内容の変更その他の所定の手続を怠ったことにより、参加店舗に生じた不利益

については、市は一切の責任を負いません。 

第 6 条 （精算） 

1 商品券取引金額は、第 15 条第１項に定める利用者による操作が参加店舗システムに反映された

時点で確定するものとし、市は商品券取引金額に対する精算の義務を負うものとします。 

2 市は、商品券取引金額を原則として毎週金曜日（以下「売上締切日」という。）で締め、当該売上

締切日までの間に参加店舗システムに到着した取引データに係る商品券取引金額の総額（ただし、

第 16 条第２項に基づき取消し又は解除された商品券取引金額及び第 18 条第２項に従い支払

を要しない商品券取引金額の合計額を控除した残額とする。）を参加店舗からの請求とみなし、

売上締切日の翌々週の火曜日までに、参加店舗指定の金融機関口座に振り込むことにより精算

（支払い）するものとします。 

3 精算に係る振込手数料は市の負担とします。 
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4 精算の対象となる商品券取引金額は、令和６年８月 31 日 23 時 59 分までに参加店舗システム

に反映されたものとします。期限を過ぎての精算には理由の如何を問わず一切応じないものと

します。 

5 第４条第３項、次条及びその他本規約の規定に違反して利用された商品券は精算の対象外とし

て、同利用済み商品券に係る精算及び支払請求には理由の如何を問わず一切応じないものとし

ます。 

6 精算に係る業務は、代行事業者により行うものとします。 

第 7 条 （商品券取引金額の精算取消等） 

1 参加店舗が本規約に違反して商品券取引等を行った疑いがあると認めた場合、市は、調査が完

了するまで当該商品券取引金額の精算を保留することができるものとし、調査開始より 30 日を

経過してもその疑いが解消しないときは、当該商品券取引金額の精算を取り消し、又は解除する

ことができるものとします。 

2 参加店舗は、市が行う前項の調査に協力するものとします。 

3 第１項の調査が完了し、市が当該商品券取引金額の精算を相当と認めた場合、市は参加店舗に

当該商品券取引金額を支払うものとします。なお、この場合、市は遅延損害金を支払う義務を負

わないものとします。 

第 8 条 （参加店舗の責務等） 

参加店舗は、商品券の取扱いについて、次の責務を負うものとします。 

(1) 本規約及び市が提供するマニュアル等を確認・理解のうえ、これらを遵守すること 

(2) 商品券の利用が可能である参加店舗であることが明確に表示されるよう、市が交付する参加

店舗ステッカー・ポスターを利用者が分かりやすい場所に掲示すること 

(3) 商品券の額面金額に応じ現金同様に取扱商品の販売やサービスの提供等を行うこと 

(4) 商品券の利用対象外となる商品などを定める場合は、あらかじめ利用者が認識できるよう、

陳列棚、チラシ等に商品券を利用できない旨を明示すること 

(5) 商品券を現金化し、又は自らの事業上の取引（商品仕入等）に利用しないこと 

(6) 商品券を譲渡、転売し又は再利用しないこと 

(7) 欠陥のある商品やサービス等の販売・提供について、利用者から返金を求められたときは全

て参加店舗の責任と費用負担において対応すること 

(8) その他、法令等に違反する行為及び本事業の目的に反するような行為をしないこと 

第 9 条 （コールセンター） 

参加店舗・利用者共通のコールセンターを次のとおり設置します。 

(1) 設置期間は令和６年２月 16 日から９月 13 日まで（土･日、祝日を含む。）とし、営業時間は午

前 10 時から午後６時までとします。 

(2) 通話料は発信者の通話料負担はなし（フリーダイヤル）とします。 

(3) コールセンターの電話番号は以下のとおりとします。 

0120-606-617 

第 10 条 （遵守事項） 

1 参加店舗は、本規約のほか、法令、政令、規則その他関係法令及び行政官庁によるガイドライン

等を遵守し、自ら善良なる管理者の注意をもって誠実に業務を行うものとします。 

2 参加店舗は、市が商品券の利用促進のために、市ＷＥＢサイト、アプリの画面、印刷物等に参加店

舗の名称、所在地等を掲載する場合、これに協力するものとします。 
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3 参加店舗は、市から提供を受けた二次元コード（二次元コードが印刷された媒体を含みます。）を

適切に維持・管理することとします。 

4 参加店舗は、本契約に基づく一切の権利を第三者に譲渡、貸与その他の処分を行ってはならな

いものとします。 

第 11 条 （参加店舗サービスの利用期間） 

1 参加店舗サービスの利用期間は、第５条第７項に基づく本契約の成立時から令和６年９月 30 日

までとします。 

2 前項の定めにかかわらず、みたかデジタル商品券事業が理由の如何を問わず終了したときは、

本契約も当然に終了するものとします。この場合において、参加店舗は、本契約の終了による損

害の補償等を市に請求することはできないものとします。 

第 12 条 （解約） 

1 参加店舗又は市は、30 日前までに相手方に対し通知することにより本契約を解約できるものと

します。 

2 前項の規定にかかわらず、市は、社会情勢の変化、法令の改廃、その他市の都合等により、参加

店舗サービスを終了することがあり、この場合、市は、参加店舗に対し事前に通知することにより、

本契約を解約できるものとします。 

3 前条又は前２項による本契約の終了により、参加店舗に損害（逸失利益、機会損失による損害を

含みます。）が生じた場合でも、市は、一切の責任を負わないものとします。 

第 13 条 （本規約の変更） 

市は、30 日以上前に参加店舗に通知することにより、本規約を変更できることとします。ただし、

みたかデジタル商品券事業の維持のために緊急の必要がある場合又は参加店舗の利便性の向上

につながる変更の場合は、参加店舗に通知後、直ちに本規約を変更することがあります。 

第 14 条 （通知) 

市から参加店舗への通知は、書面、電子メールのほか、管理システム及び市ＷＥＢサイトに掲載す

る方法により行うものとし、管理システム及び市ＷＥＢサイトによる場合は掲載をもって通知が完了

したものとします。 

第 15 条 （商品券取引） 

1 商品券取引は、利用者が、アプリを使用して、参加店舗に掲示された二次元コードを読み取り、当

該商品券取引の決済に必要となる商品券の金額を減じる操作を行う方法によるものとします。 

2 参加店舗は、商品券取引の決済を行うに当たっては、次に掲げる事項を必ず行うものとします。 

(1) アプリに表示される「当該商品券取引に係る参加店舗名」を確認する。 

(2) アプリに表示される「商品券で決済しようとする金額」を確認する。 

3 参加店舗は、第１項に定める利用者による操作が完了した場合において、当該商品券取引に係

る代金等の金額と商品券により決済された金額が一致しているときは、当該商品券取引に基づ

き、直ちに商品等の提供を行うものとします。 

4 商品券取引においては、第１項に定める利用者による操作が参加店舗システムに反映された時

点で、利用者の参加店舗に対する代金債務が消滅するものとします。 

5 参加店舗は、次項に定める場合のほか、利用者からの商品券取引の申込みを拒否しないものと

します。 

6 参加店舗は、利用者から商品券取引の申込みを受けた場合であっても、次の各号のいずれかに

該当するときは、商品券による決済を行ってはならないものとします。 
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(1) 利用者から、第４条第３項各号に規定する商品券の利用を禁止するものについて、商品券取引

を求められた場合 

(2) 市から、商品券取引の中止を求められた場合 

7 参加店舗は、参加店舗システムの障害時や保守管理に必要な時間その他やむを得ない場合にお

いては、商品券取引を行うことができないことをあらかじめ承諾するものとし、この場合におい

て、逸失利益、機会損失等については、いかなる場合にも市は責任を負わないものとします。 

第 16 条 （返品等の取扱い） 

1 参加店舗は、法令に基づく売買契約の取消し、解除等が認められる場合を除き、原則として利用

者との間で行った商品券取引を取り消し、又は解除しないものとし、商品券取引の取消し又は解

除をする場合は、参加店舗が自らの責任において対応を行うものとします。 

2 参加店舗は、商品券取引に当たり、返品その他により利用者との商品券取引の取消し又は解除

を行う場合、管理システムに到着した当該商品券取引のデータのキャンセル処理を行うことによ

り、当該商品券取引の決済に要した商品券を払い戻すこととし、現金による払戻しは行わないも

のとします。 

第 17 条 （管理画面、ID・パスワードの管理等） 

1 参加店舗は、市から付与される ID・パスワードを用いて、管理システムにアクセスすることにより、

商品券取引の履歴の閲覧、キャンセル処理等を行うことができるものとします。 

2 参加店舗は、管理画面にアクセスするために必要となるコンピュータ、通信回線、ソフトウェア等

の設備（以下「参加店舗端末」という。）について、市が推奨する条件に従って、自己の費用負担で、

参加店舗が準備し、維持するとともに、十分なセキュリティ対策を講じるものとし、常に参加店舗

端末を参加店舗システムと通信可能な状態に保つよう努めるものとします。 

3 参加店舗は、管理画面を利用するための ID・パスワードを自己の責任において管理し、市が事

前に書面により承諾した場合を除き、第三者に使用させることはできないものとします。 

4 市に故意又は過失がある場合を除き、ID・パスワードが第三者に不正使用されたことに起因す

る損害について、市は、一切の責任を負わないものとします。 

第 18 条 （商品券の不正利用等） 

1 参加店舗は、第 15 条第１項の方法による商品券取引を行う場合は、利用者がアプリ上で、決済

（支払う）ボタンを押した後の支払完了画面において、参加店舗名、決済金額及び決済日時が表

示されない又は表示内容に誤りがあるときは、当該商品券取引を行ってはならないものとしま

す。 

2 参加店舗が前項又は第 15 条第６項に違反して商品等の提供等を行った場合、市は参加店舗に

対して商品券取引金額を精算する義務を負わないものとします。 

3 偽造、変造又は模造された商品券に起因する商品券取引が発生し、市が当該商品券取引等の調

査の協力を求めた場合、参加店舗はこれに協力するものとします。この場合において、参加店舗

は、市から指示があったとき、又は参加店舗が必要と判断したときは、参加店舗が所在する所轄

警察署等へ当該売上等に対する被害届を提出するものとします。 

第 19 条 （売上債権の譲渡） 

第６条第１項に定める市が精算の義務を負う商品券取引金額について、第三者からの差押、仮差

押、滞納処分等があった場合、市は当該債権を所定の手続きに従って処理するものとし、この場合、

市は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。 

第 20 条 （個人情報の取扱い等） 
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1 参加店舗は、本契約の履行及び商品券取引において、個人情報を取り扱う場合、法令、ガイドラ

イン等を遵守して適切に保護するとともに、これを本業務以外の目的に利用してはならないもの

とします。 

2 参加店舗が、本契約の履行及び商品券取引のために個人情報を取得するときは、その利用目的

を明確にし、その利用目的の達成のために必要な範囲で、適法かつ公正な手段により行わなけれ

ばならないものとします。 

3 参加店舗は、本契約の履行又は商品券取引により取得した個人情報（以下「本個人情報」という。）

の取扱いに当たっては、善良な管理者の注意情報をもって管理するものとし、安全管理のための

適切な措置を講じなければならないものとします。 

4 参加店舗は、本個人情報を、本契約の履行又は商品券取引の実施の目的に必要な範囲を超えて

複写、複製、改変、加工等をしてはならないものとします。 

5 市は、参加店舗の本個人情報の取得、取扱い又は管理状況を調査するため、参加店舗等に事前

に通知したうえで参加店舗等に立ち入ることができるものとし、この場合、参加店舗等は、市の

調査に協力するものとします。 

6 参加店舗は、本個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい等の事故が発生したときは、直ちに市に

書面にて報告するとともに、本人からの苦情への対応等を市と協議のうえ、適切な措置を講じる

ものとします。この場合において、参加店舗は、発生した事故の再発防止策について検討し、その

内容を市に対し書面にて報告するとともに、市と協議のうえ決定した再発防止策を参加店舗の

責任と費用負担で講じるものとします。 

7 参加店舗は、本規約に違反し又は本個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい、盗用等の事故が発

生し、市が本人若しくは第三者から請求を受け、又は市と本人若しくは第三者との間で争訟が発

生した場合、参加店舗の責任及び費用負担をもってこれらに対処し解決するものとします。 

8 参加店舗は、本規約に違反し又は本個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい、盗用等の事故によ

り、市が損害を被ったときは、市に対して当該損害を賠償しなければならないものとします。 

第 21 条 （暴力団等の排除） 

本契約における暴力団等の排除については、別添の「三鷹市契約における暴力団等排除に関す

る特約」によるものとします。 

第 22 条 （合意管轄裁判所） 

参加店舗は、商品券に関して市との間に紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的

合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。 

附則 

この規約は、令和６年２月７日から施行する。  

（別紙）  

三鷹市契約における暴力団等排除に関する特約 

（総則） 

第１条 この特約は、この特約が添付される契約と一体をなす。 

（用語の定義） 

第２条 この特約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 発注者 契約の発注者である三鷹市をいう。 

(2) 受注者 三鷹市との契約の相手方をいう。受注者が建設共同企業体であるときは、その構成

員すべてを含み、受注者が事業協同組合等であるときは、その組合員すべてを含む。 
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(3) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号。以下「暴

対法」という。）第２条第２号に規定する暴力団をいう。 

(4) 暴力団員等 暴対法第２条第６号に規定する暴力団員及び暴力団員でなくなった日から５年を

経過しない者をいう。 

(5) 不当介入等 

ア 暴力行為、脅迫行為又はこれらに類する行為 

イ 威圧的又は乱暴な言動により嫌悪感を与える行為 

ウ 正当な理由なく面会を強要する行為 

エ 正当な権利行使を仮装し、又は社会的常識を逸脱した手段により金銭又は権利を不当に要求

する行為 

オ アからエまでに掲げるもののほか、作業現場の秩序の維持、安全確保又は作業の実施に支障

を生じさせる行為 

（受注者が暴力団員等であった場合の発注者の解除権） 

第３条 発注者は、受注者である個人又は法人の役員若しくは使用人が、次の各号のいずれかに該

当すると認めるときは、この契約を解除することができる。 

(1) 暴力団員等であるとき又は暴力団員等が受注者の経営に実質的に関与しているとき。 

(2) いかなる名義であるかを問わず、暴力団員に対して金銭、物品その他の財産上の利益を不当

に与え、又は便宜を供与する等、暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認め

られるとき。 

(3) 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴

力団又は暴力団員を利用する等していると認められるとき。 

(4) 前各号に掲げるもののほか、暴力団員と社会的に非難されるような関係を有していると認め

られるとき。 

(5) 自らが行う契約において、その相手方が前各号のいずれかに該当する者であることを知りな

がら、契約したと認められるとき。 

(6) 三鷹市契約における暴力団等排除措置要綱（平成 25 年２月４日付け 24 三総契第 348 号。

以下「要綱」という。）第６条の勧告を受けた日から１年以内に、再度勧告に相当する行為があった

とき。 

２ 発注者は、前項の規定により契約を解除したときは、これによって受注者に損害が生じても、そ

の責を負わないものとする。 

３ 第１項の規定によりこの契約を解除された場合においては、受注者は、契約金額の 10 分の１に

相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 

４ その他契約解除に伴う措置等については、この特約が添付される契約の関係規定を準用する。 

（下請負等の禁止） 

第４条 受注者は、個人又は法人の役員若しくは使用人が第３条第１項各号に該当する者（以下「措

置要件該当者」という。）に下請負又は受託（二次以降の下請負又は受託を含む。以下「下請負等」

という。）をさせてはならない。 

２ 発注者は、受注者が、措置要件該当者に下請負等をさせていた場合は、当該下請負等の契約解

除を求めることができる。 

３ 前項の規定により契約解除を行った場合の一切の責任は、受注者が負うものとする。 
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４ 受注者は、この契約に関して下請負等の契約を締結するときは、第３条第１項、第４条第１項、第

２項及び第４項並びに第５条と同様の内容を当該下請負等の契約に規定するものとする。 

（不当介入等を受けた場合の措置） 

第５条 受注者は、この契約の履行に当たり、次の事項を順守しなければならない。 

(1) 暴力団員等又は三鷹市暴力団排除条例（平成 24 年三鷹市条例第 35 号）第２条第３号に規定

する暴力団関係者（以下「暴力団関係者」という。）から不当介入等を受けたときは、毅然として拒

否し、速やかに発注者に報告するとともに、警察に届け出ること。 

(2) この契約に関する下請負等の相手方に対し、暴力団員等又は暴力団関係者から不当介入等を

受けたときは、毅然として拒否し、受注者に速やかに報告するとともに、警察に届け出るよう指

導すること。また、下請負等の相手方から報告を受けたときは、速やかに発注者に報告すること。 

２ 発注者は、受注者又はその下請負等の相手方が前項の不当介入等を受け、契約の履行の遅延等

が発生する恐れがあると認められるときは、前項の規定により適切な報告、届出又は指導を行っ

たと認められる場合に限り、必要に応じて、工程の調整、履行期限の延長等の措置を講じるもの

とする。 

 

2-9 制作物 

（1）  参加店舗募集チラシ（A4 両面） 
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（2）  市民向け周知チラシ（A4 両面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（3）  販促ツール 

▼封筒（角 2 サイズ）                     ▼送付状（A4 片面） 
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▼管理画面 アドレス・パスワードのお知らせ（A4 両面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼参加店舗向けマニュアル（A4 冊子）          ▼クイックマニュアル（A4 片面） 
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▼ポスター（A3 片面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼ステッカー 

みたかデジタル商品券（A5）        みたか地域ポイント（100 ㎜×100 ㎜） 
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▼山型 POP（組み立て式 縦 15.5 ㎝×横 11.0 ㎝×奥行 6.0 ㎝） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼二次元コード（1 シール２枚 参加店舗で山形 POP へ貼付け） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼「みたか地域ポイントコールセンター」シール 

※9 月 1 日以降もみたか地域ポイント参加店舗として参加する店舗は山形 POP に裏面に貼付け 
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（4）  専用 WEB サイト 

▼ホーム 
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▼商品券について 
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▼利用方法 
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▼参加店舗一覧 
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▼規約・マニュアルなど 
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▼Q＆A 
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（5）  参加店舗 WEB 申請受付フォーム ※一部抜粋 
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（6）  「みたかデジタル商品券」参加店舗申込書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（7）  その他 

参加店舗一覧（4 月 5 日～7 月 15 日 専用 WEB サイト掲載分） 作成 

参加店舗一覧（併用決済追記） （7 月 15 日～ 専用 WEB サイト掲載分） 作成 
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（8） スマホ体験講習会関連 

▼スタッフ用マニュアル                  ▼スタッフ証 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼会場用サイン（POP）一覧 すべて A3 サイズ/ラミネート加工 
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2-10 主な実績のまとめ 

(1) 申込 

・４月１２日から５月７日までアプリ内で申込受付を行い、総人数 27,676 人、総口数

782,645 口の申込があった。 

・申込件数が伸び悩んだため、5 月 5 日の広報みたかの発行に合わせ、チラシの全戸配布によ

り事業周知を行ったことで申込数は急激に増え、上記の申込数となった。 

・申込に当たっては、SMS 認証により本人確認を前提として、セキュリティを確保した。 

・スマホ操作に慣れている２０～３０代の申込者数が人口に対して低調であった。 

・厳格なセキュリティの反面、スマホを持っていない子どもなど家族分の購入ができないとい

った声があった。 

(2) 購入 

・５月２４日から７月３１日まで販売を行い、728,757 口のプレミアム分を含む 874,508，

400 円が購入された。 

・購入者の約 8 割がクレジットカード支払い、約 2 割がコンビニ支払いであった。  

・クレジットカードでの購入に当たっては、３Ｄセキュアを必須として、クレジットカードの不正利

用防止の対策を行った。 

・商品券の購入の際に、クレジットカードのエラーに関するお問い合わせを多くいただいた。初

めてクレジットカードでのオンライン決済をされる方による 3D セキュア認証の未登録などによ

りエラーコードが表示される原因となった。 

(3) 利用者支援 

・初めてのデジタルのみの商品券事業の中、スマホ体験講習会や相談窓口を中心に複数の利用

者支援メニューを実施することで、高齢者を中心としたデジタルに不慣れな方に対して、申込・

購入手続き等の支援を行うことができた。 

・２月からコールセンターを開設。４月～８月の購入・申込・利用のピーク期においては回線数を

増やし、ニーズを予測した対応を図った。 

・アプリ内の問い合わせフォームでの質問についても回答した。 

(4) 参加店舗 

・２月１６日からの募集開始後、利用開始までに約 400 店舗から参加店舗申込をいただいた。 

・商工会を通じての市内店舗等への事業周知や個別店舗への声かけなどにより、前回に比べて

スーパーマーケットや家電販売店が増加した。市境に住む市民の利便性を高めるために、市外

店舗に対しても、声掛けを実施したところ市民の利便性に直結する店舗に参加いただいた。 

・事業終盤に実施した参加店舗向けアンケートでは、事業への肯定的なご意見が多かったが、

大規模店舗等においてレジ業務や事務事業などの業務負担が生じたと回答があった。 
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(5) 申込と利用実績 

 令和６(2024)年度 令和４(2022)年度 

事業名 
みたかデジタル商品券 

（プレミアム率 20％） 

むらさき商品券 

（プレミアム率 30％） 

発行予定額（※１） 1,000,000,000 円 1,000,000,000 円 

申込額 (A) 
782,645,000 円 （※２）

1,000,000,000 円 

購入額 (B) 728,757,000 円 951,430,000 円 

利用額 (C) 726,953,158 円 946,142,343 円 

購入率 (B)/(A) 93.1％ 95.1％ 

利用率 (C)/(B) 99.8％ 99.4％ 

※１ プレミアム率が異なるため、プレミアム率を加味しない額を記載している。 

※２ 当選した方の申込金額を記載している。 
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3 事業の成果・課題、総括 

3-1 参加店舗 

(１) 参加店舗の募集 

三鷹商工会への委託により令和６(2024)年２月に市内店舗等への事業周知を図るとともに、

２月～３月に説明会を合計４回開催し、参加店舗の１次募集を３月下旬まで行い、その後は７月末

まで随時で参加店舗を募集した。 

参加店舗の募集に当たっては、生活必需品の購入が多いスーパーマーケットやドラッグストア

（以下「スーパー等」という。）のほか、市境に住む市民の利便性を高めるため、近隣市の市外店舗

に対しても、事業への参加案内を行った。その結果、スーパー等の 500 ㎡以上の大規模店舗の

参加が、前回（令和４(2022)年度「むらさき商品券事業」）に比べて増加した。 

(2) 店舗での利用実績 

商品券の利用は、スーパー等での利用が 70％を占めており（P33 参照）、小売店舗の利用は

30％となっている。この傾向は、令和４(2022)年度に実施した「むらさき商品券事業」と同様

であった。今回の商品券事業は、消費喚起型の経済対策ではなく、物価高騰に対する生活支援が

目的であるため、日用品や食料品を多く取り扱うスーパー等での利用が増えることは、本事業の

目的と合致するものであった。 

(3) 今後の継続希望 

７月 31 日時点で 446 店舗（期間中に辞退した１店舗を含む。）が本事業に参加した。 

本事業の終了後に、「みたか地域ポイント事業」での継続参加を要請したところ、継続参加を希

望したのは 8 月 31 日時点で 233 店舗となった。スーパーマーケットの辞退が多かったが、そ

の理由は、アプリで店舗側のＱＲコードを読み取る方式ではレジでの負担が大きく、日常的な対

応は難しいとのことであった。 

半数以上の店舗が継続参加を希望することとなり、「みたか地域ポイント」の利用可能店舗は、

本事業開始前の 36 店舗から大幅に増加した。今後、同様の事業を実施する場合には、更に広く

参加店舗を募り、利便性向上に取り組んでいく。 

 

3-２ 商品券の購入申込 

(1) 広報と申込者の推移 

「みたかデジタル商品券」の販売に当たっては、令和６(2024)年４月７日号の広報みたかで周

知し、４月 12 日（金）から５月７日（火）を申込期間とした。 

当初、申込件数が伸び悩んだため、４月 16 日に大型店舗を中心とした一部店舗にポスター掲

示を依頼したほか、４月 21 日号の広報みたかに再度、申込を促進する記事を掲載し周知を図っ

た。その後も申込件数が伸び悩んだため、５月５日号の広報みたかの発行にあわせて、チラシを

作成し全戸配布したところ、５月７日までの３日間で 5,000 件を超える申込があり、販売期間終

了後もコールセンターに多くのお問い合わせがあった。 



４月７日号の広報みたか１面への掲載をはじめ、市ホームページ等で事業周知を行ったものの、

当初申込が伸び悩んだのは、情報が伝わらなかったことが原因と思われる。広報紙や市ホームペ

ージに掲載することで「伝えたつもり」になるのではなく、チラシの全戸配布によるインパクトの

ある情報伝達のほか、店舗へのポスター掲示など目につきやすい情報発信の必要性を確認した。

また、人口に比して ～ 代の申込が低調であった（ 参照）ため、若い世代への情報発

信について、今後検討が必要となる。

■アプリ登録者数及び商品券申込者数の推移

セキュリティ

今回の商品券事業は、申込額が発行総額を下回ったことから、抽選は行わなかったものの、申

込（購入）ができる方をスマホの所有者本人のみとし、ＳＭＳ認証及び住民基本台帳との突合によ

り厳格な本人確認を前提とした。そうしたことから、スマホを持っていない子どもの分が購入で

きないといった声が多くあった。

また、クレジットカードで商品券を購入する際に、カードの本人認証（３Ｄセキュア認証）を必須

としたことにより、カードの不正利用の防止につながったものの、３Ｄセキュア認証の未登録によ

るエラー等によりスムーズに購入できないために、「購入のしづらさ」につながった可能性がある。

アプリの機能や仕様に制限されることもあるが、他の方法により実施する場合は、セキュリティ

を確保しつつ、多くの方が申込（購入）できる制度設計が必要と思われる。

利用者支援

デジタルのみの商品券の販売は今回が初めてであったため、「スマホ体験講習会」（会場は各コ

ミュニティ・センター）や「出張説明会」を開催したほか、市役所等にサポートコーナーを設置する

とともに、携帯電話事業者と連携したスマホ教室を開催した。申込から決済まで、スマホの操作

に不慣れな高齢者を中心にきめ細かな支援をした結果、 代を中心に計 人が各種支援

を利用した。

特に、市役所等に設置したサポートコーナーの利用者は１日平均 人であり、申込最終期日

であった５月７日には 人が相談に訪れ、今回の商品券事業を契機に、キャッシュレス決済に取

り組みたいなどの意見が寄せられた。

月
日

月
日

月
日

月
日

月
日

月
日

月
日

月
日

月
日

月
日

月
日

月
日

月
日

月
日

月
日

月
日

登録者数・申込者数の推移

登録者数 申込者数

広報みたか

号

申込開始

スーパー（一部）に

チラシ掲示

広報みたか

号

広報みたか 号

チラシ全戸配布
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これまで、市ではデジタル機器の使用方法などスポット的な講習会を実施してきたが、利用者

が少ないことから、廃止してきた経過がある。今回のデジタル商品券のように、相談の目的が明

確であれば多くのニーズがあり、不定期ではなく、日常的に相談ができる環境があることにより、

安定した利用につながることが分かった。 

(4) 追加募集 

申込額が７割程度に留まったため、申込の追加募集を検討したが、新規の申込者のみを対象と

した場合にはその効果は限定的であり、また、申込済みの方も含めた追加募集とした場合、不公

平感が生じることから、追加募集は行わなかった。追加募集を行う場合は、申込額が下回った場

合の対応やスケジュールを当初から示すことが必要であると考える。 

(5) 利用期間 

６月３日から８月３１日までの約３ヶ月を利用期間とした。これは、令和４(2022)年度に実施

した「むらさき商品券事業」と同様の期間設定としたものである。利用期間に関しては、単身世帯

では最大 36,000 円を３月の間に利用するのは難しいとの意見があった。 

一方で、スーパーマーケット等においては、利用が長期化するとレジでの負担や事務量の増大

により対応できないとの意見もあった。 

令和２(2020)年度の「三鷹市プレミアム付商品券事業」は５ヶ月間で実施したこともあり、今

後同様の事業を実施する場合は、利用者と参加店舗の双方が納得できる利用期間を検討する必

要がある。 

 

3-３ 事業効果 

(1) 利用者への効果 

ア 生活支援 

日用品を多く取り扱う大手スーパー等に参加いただいたこと、アンケート結果によると、最

も利用された使い道が「食料品の購入」であったこと、最も多い購入目的が「お得だから」であ

ったことから、市民の皆さまの生活支援につなげることができたと評価できる。その一方で、

チラシの全戸配布後に申込が急増したほか、申込期間終了後も多くの問い合わせがあったこ

となど、本事業を知らなかった方が一定程度いたと思われる。また、子どもを含め、スマホを持

っていない方は商品券を購入できなかったことから、今後同様の事業を実施する場合は、事業

の周知や購入方法について検討する必要がある。 

  イ デジタル化の推進 

アンケート結果によると、高齢の方が「初めてキャッシュレス決済を利用した」と回答するな

ど、きめ細かな利用者支援を実施したことにより、キャッシュレス決済に馴染みのない方がキャ

ッシュレス決済に触れる機会となった。また、初めてキャッシュレス決済を利用した70～80代

の方 83 名のうち 53 名が、「次回の商品券でもスマホ型を購入する」と回答するなど、キャッ

シュレス決済利用の一つの契機となったと言える。 

(2) 店舗への効果 

ア デジタル化の推進 

店舗へのアンケートによると、市内の個店で「初めてキャッシュレス決済を導入した」との回

答もあり、デジタル化の推進に効果があった。 
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その一方で、キャッシュレス決済に馴染みがない方への操作説明等により、レジでのオペレ

ーションに時間を要したこと、特に大規模店舗等において、レジ業務や事務事業などの業務負

担が生じたと回答があったため、店舗の理解を得ながら、決済方法や利用期間の設定を行う

必要がある。 

イ 新規顧客の獲得と利用者層の拡大 

店舗へのアンケートによると、一部の市内小売店舗から「新規顧客層の取り込みに役立った」、

「お客様の年齢の幅が広がった」などの回答があり、新規顧客の獲得や顧客層の拡大に一定の

効果があった。 

(3) アプリの利用 

商品券事業開始前のアプリ登録者数は 3,719 人であったが、商品券事業実施後は 33,974

人となり、大幅に増加した。また、みたか地域ポイントが使える店舗数は、商品券事業実施前は

36 店舗であったところ、商品券事業実施後は 227 店舗となり、利便性が向上したため、アプリ

の利用促進にも効果があったと考える。今後は、アプリの更なる利用促進を図るため、マネーチ

ャージ機能の導入やチャージ時のプレミアム率の設定、ボランティア以外でポイント付与ができる

仕組みの構築等に取り組むとともに、参加店舗の募集を継続する必要がある。 

一方で、「アプリが使いにくい」、「アプリで使用している言葉がわかりにくい」等の意見があっ

たため、アプリの仕様の見直しを検討する必要がある。 

(4) 経費節減 

デジタルのみの商品券として事業を実施したため、利用者支援に係る費用や決済代行手数料

が新たに発生したが、アプリで申込から決済まで完結することから、商品券の販売手数料や購入

引換ハガキ郵送料など紙の商品券販売に係る費用が不要となり、令和４年(2022)度に紙ベー

スの商品券で実施した「むらさき商品券事業」と比較したところ、事務費用の決算ベースで約

32,000 千円の経費削減を図ることができた。 

 ■歳入・歳出決算（見込）額 

 
 

 

（単位：円）

一般財源　a-b 42,542,899 43,961,720 △1,418,821

241,042,000 △241,042,000

計　b 206,368,000 372,074,000 △165,706,000

歳
　
入

国庫支出金 206,368,000 131,032,000 75,336,000

都支出金

計　a 248,910,899 416,035,720 △167,124,821

うち事務分 105,324,109 137,480,674 △32,156,565

商品券事業費補助金 283,842,703 △283,842,703

事務費補助金 132,193,017 △132,193,017

2,968,790

配付等委託料 770,233 770,233

令和６(2024)年度 令和４(2022)年度 増減

歳
　
出

運営等業務委託料 244,472,305 244,472,305

参加店舗募集業務委託料 699,571 699,571

購入支援等業務委託料 2,968,790
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3-４ 総括 

はじめてのデジタルのみの商品券事業で利用額は約７億３千万円（プレミアム率を加味した利用

額は約８億７千万円）となった。 

デジタルに不慣れな高齢者等の一部の市民が購入を控えたことや、子ども等のスマホを持たな

い方の分を購入できなかったことも推察される。しかし、スマホに不慣れな高齢者等への講習会を

開催するなど、きめ細かな利用者支援を行ったほか、コールセンターへの問い合わせも多く寄せら

れた。目標の７割強に達したことからすると、デジタル商品券のみの発行とした影響は限定的なも

のであり、課題は事業周知や利用期間の設定にあったものと捉えている。今後、同様の事業を実施

する際には、市内店舗へのポスターの掲示やチラシの全戸配布等を行うなど周知を徹底するととも

に、より多くの市民の皆さまに購入いただけるよう取り組んでいく必要がある。 

今回のデジタル商品券事業を通して、アプリを活用したデジタルのみの商品券事業も今後の選択

肢の一つとなることを確認するとともに、アプリの登録者や参加店舗が拡大し、今後の地域ポイン

ト事業の基盤を確立できた。 
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4 アンケート 

4-1 参加店舗向け 

■調査対象 

全参加店舗 445 店舗 

 

■調査方法  

WEB アンケート（Forms） と架電の併用 

・登録メールアドレス宛に WEB アンケート URL を配信。 

・メールアドレス未登録の店舗は架電による聞き取り。 

 

■調査期間 

以下日程で 3 回メール配信 

・7 月 26 日（金）→回答期限 8 月 5 日（月） 

・8 月 6 日（火）→回答期限 8 月 13 日（火） 

・8 月 19 日（月）→回答期限 8 月 23 日（金） 

 

■質問内容 

Q1 今回の商品券事業に参加して良かったことを教えてください。（複数回答可） 

Q2 デジタル商品券の取扱いについての評価を教えてください。 

Q3 今回の商品券を取り扱って良かった（便利）と思う点を教えてください。（複数回答可） 

Q4 今回の商品券を取り扱って悪かった（不便）と思う点を教えてください。（複数回答可） 

Q5 商品券事業全般についてご意見・ご感想を教えてください。 

Q6 商品券事業終了後、引き続き地域ポイントの参加店舗として継続いただけますか。 

Q7 「継続しない」とお答えいただいた理由について教えてください。 

 

■回収結果 

対象店舗 445 店舖 回答店舗 382 店舗 回答率 85.8％ 

未回答の店舗は、9 月 1 日以降のみたか地域ポイント取扱い店舗として継続されないものとした

（Q6 関連）。 

 

 

 

 

 

 

 

 



■参加店舗アンケート集計結果：

今回の商品券事業に参加して良かったことを教えてください。（複数回答可）

回答／店舗面積 ㎡未満
㎡～

㎡未満
㎡以上 合計

回答数 比率 回答数 比率 回答数 比率 回答数 比率

売り上げが増加した

客数が増加した

新規客が増えた

客単価が増加した

特になし

合計 ％ ％ ％ ％

※回答店舗数： 店舗

㎡未満

売り上げが増加した

客数が増加した

新規客が増えた

客単価が増加した

特になし

㎡以上

売り上げが増加した

客数が増加した

新規客が増えた

客単価が増加した

特になし

合計

売り上げが増加した

客数が増加した

新規客が増えた

客単価が増加した

特になし

㎡～ ㎡未満

売り上げが増加した

客数が増加した

新規客が増えた

客単価が増加した

特になし



■参加店舗アンケート集計結果：

デジタル商品券の取扱いについての評価を教えてください。

回答／店舗面積 ㎡未満
㎡～

㎡未満
㎡以上 合計

回答

数
比率

回答

数
比率

回答

数
比率 回答数 比率

概ね良かった

良かったが、改善

できたらよい点も

あった

評価できる点もあ

ったが、あまり良

くなかった

良くなかった

合計 ％ ％ ％ ％

㎡未満

概ね良かった

良かったが、改善できたらよ

い点もあった

評価できる点もあったが、あ

まり良くなかった

良くなかった

㎡～ ㎡未満

概ね良かった

良かったが、改善できたらよ

い点もあった

評価できる点もあったが、あ

まり良くなかった

良くなかった

㎡以上

概ね良かった

良かったが、改善できたらよ

い点もあった

評価できる点もあったが、あ

まり良くなかった

良くなかった

合計

概ね良かった

良かったが、改善できたらよ

い点もあった

評価できる点もあったが、あ

まり良くなかった

良くなかった



■参加店舗アンケート集計結果：

今回の商品券を取り扱って良かった（便利）と思う点を教えてください。（複数回答可）。

回答／店舗面積 ㎡未満
㎡～

㎡未満
㎡以上 合計

回答数 比率 回答数 比率 回答数 比率 回答数 比率

利用後の入金が早い

手続きが楽になった

経理処理が楽になった

決済処理が早い

その他（自由記述）

特になし

合計 ％ ％ ％ ％

※回答店舗数： 店舗

㎡未満

利用後の入金が早い

手続きが楽になった

経理処理が楽になった

決済処理が早い

その他（自由記述）

特になし

㎡～ ㎡未満

利用後の入金が早い

手続きが楽になった

経理処理が楽になった

決済処理が早い

その他（自由記述）

特になし

合計

利用後の入金が早い

手続きが楽になった

経理処理が楽になった

決済処理が早い

その他（自由記述）

特になし

㎡以上

利用後の入金が早い

手続きが楽になった

経理処理が楽になった

決済処理が早い

その他（自由記述）

特になし
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Q3）で「その他」を選んだ店舗の自由記述（500㎡未満の店舗） 

手数料に関する

メリットを挙げ

た意見 

・・・１件 

入金手数料がかからない 

新規顧客獲得や

顧客の幅拡大に

つながった意見 

・・・５件 

煩雑だが新規顧客層の取り込みに役立った。現金を扱わない利点はある。 

酒たばこ・菓子を扱っているが、若いママさんが増えた印象がある。 

若い方の中には使用可能とのことを喜んでくださった方もいらっしゃいました 

今まで利用のなかったお客様の関心が得られた。 

新規のお客様に認知してもらえた 

売上や決算処理

の効率化につな

がった意見 

・・・４件 

現金より分かりやすかった。 

売上管理がしやすかった。 

デジタルなので、紙媒体と違って換金の期限などこちらの確認事項が少なくてよ

かった。 

売り上げは前年と比べて 7％上がった。 

簡単で概ね良かった。 

顧客の利便性や

満足度向上につ

ながった意見 

・・・５件 

顧客の決裁手段の選択肢が増えた 

お得な点はお客様の方がメリットをよく知っている為、アピールポイントになっ

た。 

会計手段の増加 

お客様からの使いたいという要望にお応えできた 

喜ばれた 

利用者がいなか

った、または利

用状況が把握で

きなかった意見 

・・・７件 

専門性が高い業務を行っており、もとともと期待していなかったが、市の施策を

後押ししたかった。 

決済処理等は本社が行うので分かりません 

現時点で利用者がいない 

利用者がいなかったため測定不能 

利用実績なし 

店側の負担がないので是非使用してほしいのですが… 

チャージに来店される方が多かった 

 

Q3）で「その他」を選んだ店舗の自由記述（500㎡～1,000㎡未満の店舗） 

以前のカード処理は残金の残ったカードが複数枚あり金額も把握できていないお客様が多かった

為決算処理に時間がかかったが今回は早かった。 

現時点で利用者がいない 

入金などが色々早い。お客様の年齢の幅が広がった。 

 

Q3）で「その他」を選んだ店舗の自由記述（1,000㎡以上の店舗） 

手数料が掛からない 

 



■参加店舗アンケート集計結果：

今回の商品券を取り扱って悪かった（不便）と思う点を教えてください。（複数回答可）

回答／店舗面積 ㎡未満
㎡～

㎡未満
㎡以上 合計

回答数 比率 回答数 比率 回答数 比率 回答数 比率

利用後の入金が遅い

手続きが煩雑になった

経理処理が煩雑になった

決済処理が遅い

その他（自由記述）

特になし

合計 ％ ％ ％ ％

※回答店舗数： 店舗

合計

利用後の入金が遅い

手続きが煩雑になった

経理処理が煩雑になった

決済処理が遅い

その他（自由記述）

特になし

㎡以上

利用後の入金が遅い

手続きが煩雑になった

経理処理が煩雑になった

決済処理が遅い

その他（自由記述）

特になし

㎡～ ㎡未満

利用後の入金が遅い

手続きが煩雑になった

経理処理が煩雑になった

決済処理が遅い

その他（自由記述）

特になし

㎡未満

利用後の入金が遅い

手続きが煩雑になった

経理処理が煩雑になった

決済処理が遅い

その他（自由記述）

特になし
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Q4）で「その他」を選んだ店舗の自由記述（500㎡未満の店舗） 

アプリの使い勝

手に関するご意

見 

・・・28 件 

QR を読み込んでから支払いまでの工程がわかりにくい 

（特に「チャージ」の選択はほとんどの人が理解できず、毎回説明が必要） 

利用者（お客様）で「チャージ」という文言と意味があまり分かっておらず、 

店舗の方で説明すると、言われないと分からないといわれてしまうことがあっ

た。 

支払い方法のチャージ・みたぽ・併用  

ここが複雑と分かりづらさから問い合わせが多かったので対応に苦労しました 

アプリの操作性が悪く、使いづらいという声が多かった 

アプリが使いづらい 

「チャージ」という表現がわかりにくい 

いちいちチャージが面倒 paypay 見習うべき 

利用されるお客様へのアプリ操作方法のご案内 

使えないアプリ 

QR コードの読み取りが他のアプリより感度が悪く時間がかかることが何度があ

った。 

お客様の端末の表示が分かりにくい 

決済画面で、支払いをするのに、『チャージ』を押すのは変で、操作がまごついた 

アプリでの支払い時の『チャージ』という言葉が最初分かりにくかった。『ペイ』

『支払い』などの言葉がよかった。アプリの支払いにたどり着くまでの操作工程

が多い。 

（paypay などはトップ画面に支払いのボタンがあるので比べてしまう） 

ブラウザ機能の関連で、利用途中から収支を閲覧出来なくなった。 

問合せに推奨ブラウザの利用を後づけで教えられたが対応出来なかった。 

アプリの使い方が複雑 

お客様に操作していただくので金額や店舗名の確認をちゃんとさせてもらえな

い事があり不安だった 

アプリの利用法が難しく、お客様に手解きしないといけない場面が多々あった 

私の準備不足でうまく利用できませんでした。 

QR コードの読み取りにくかった。 

支払方法が複雑 

支払方法の際に「チャージ」という表記がみなさんわかりづらかったようです 

チャージ方法がわからず操作説明をする場面が多かった。 

手順が複雑で顧客が戸惑うことが多かった 

複雑なデジタル商品券の使用方法の流れを都度説明するのはデメリットだった。 

支払い方法をよく理解していないお客様が多く、 

会計時に時間がかかり他のお客様をお待たせすることがあった 

お客様が利用方法をわかってない 

会計時の所要時間が増えた 

利用に慣れてないお客様へのフォローアップが他大変。 
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通信が悪くて決済がうまくいかないときがあった。 

地域ポイントとの区別が分かりにくかった。 

ユーザーが慣れていない人が多いように感じました 

高齢者の利用に

関するご意見 

・・・5 件 

やはり紙ベースのほうがお年寄りも含めて使いやすいと思う。 

高齢客はできないとおっしゃっていた。 

高齢の方には会計時の操作が難しい 

自分の店はお年寄りが多いのでスマホを持っていない。 

電子だけでなく紙の商品券も作ってほしい。 

以前と比べて、高年齢の方の利用がない 

財務処理に関す

るご意見 

・・・4 件 

売上の仕訳が多少面倒 

お金を（銀行に）取りに行くのが面倒 

みたポ入金タイミングが別れているので財務処理が煩雑 

毎回、決済のダウンロードするのが面倒 

利用者が少ない

/いないことに関

するご意見 

・・・5 件 

利用する人が少ない 

特に利用者はほぼいなかったので当社にメリット感じられず 

利用実績なし 

加入時期が遅かったから利用者はほぼ使い終わっているようでした。 

利用者がいないため効果を感じられませんでした。 

利用者がいなかったため測定不能 

その他 

・・・13 件 

決済処理等は本社が行うのでわかりません 

振込日がバラバラでわかりづらかった 

決済完了画面が少し分かりづらく、レジ処理ミスが増えた 

購入できる金額が低いので購入が限定的になった 

店舗とお客様間とで QR コードが読み取りずらかったり、手こずることがあっ

た。 

イレギュラー対応の際の対応が難しく、 

根本的にマニュアルが簡易的になるといいと思った。 

戻し期間が決まっていて不便に感じた。 

セブンイレブンでのチャージができないこと（お客様からの問い合わせも多かっ

た） 

決済エラーが頻発。店舗側ではうまく処理されているように見えるところがよく

ない。 

返品対応になった際の処理が複雑だった。 

週に 1 回締め日があり、 

返品発生時にデジタル商品券でキャンセルが出来ない場合があった。（3 件） 

併用は大変 

管理サイトが使いづらい 

認知とポイント獲得手段とポイントの互換性 
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Q4）で「その他」を選んだ店舗の自由記述（500㎡～1,000㎡未満の店舗） 

電子決済になったことで高齢の方のチケット購入が難しかったようです。 

スムーズに購入できるやり方があるとより良いと思います。 

高齢客が多く、レジでの混乱、終業後の売上確認に時間がかかった。 

お客様の操作画面上「みたぽ」と「チャージ」の記載に戸惑うお客様が多いように感じました。 

高齢者には少し複雑な仕組みの為、より簡易的だとよい。 

現時点で利用者がいない 

お客様が金額を入力するのは間違いやすいし、店側も指摘しづらい。 

内部事情ですが操作間違いなど後処理が大変でした。 

 

Q4）で「その他」を選んだ店舗の自由記述（1,000㎡以上の店舗） 

回答なし 
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■参加店舗アンケート集計結果：Q5 

商品券事業全般についてご意見・ご感想を教えてください。 

500㎡未満の店舗 

デジタル商品券

の利便性や成功

についての肯定

的なご意見 

・・・59 件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用者自体は少なかったが、参加する意義はあった 

意見は特にない。これからも事業として継続してくれたらうれしい。 

利用者様（お客様）でポイントについての使用方法や貯め方なんかがわから

ないとお話を聞くことがある。 

自分のところは使用者がいなかったが、施策としては良かったと思う。 

完全デジタル化の商品券として初めてにしては大成功だったのではないで

しょうか？ 

最初はどこでも苦労するものですが、このシステムを使って、今後もむらさ

き商品券など継続していけば、市民全員が待つアプリになっていくのではな

いかと思います。 

もう、紙発行の時代ではありませんね 

デジタルでやるのであればとても良いことだと思います 

購入者は使う際、高揚しているように見え、良かったと思います。 

また、購入額上限を、増やした方が良いのではないか。 

全部デジタル決済はいいと思う 

先日の問い合わせでデジタル商品券の残高不足を現金で支払うことはお断

りした（１０円以下の支払い対応が無いため）が不足分の金額をクレジット決

済ならなら、お受けできます。 

QR コードの読み取りを、お客さん側の端末で行って頂けたのが良かった 

昔に比べて処理が随分スムーズになったと思う。 

お客さんが使いやすい 

20 パーセント還元が三鷹市民としてはよかった 

いいと思います。 

引き続きよろしくお願いいたします。 

前回よりも、とても使いやすかった 

みたか商品券期間中だけ来るお客様が多数来店されて商品券期間中楽しみ

にされてる方が多くみられます。お店にとっても嬉しい期間中です。 

今回のデジタルは簡単で従業員も扱いやすくとても良かったです。 

ありがとうございます。 

商品券をご利用いただくことで、地元の企業は活性化ができ、また地域の

方々はお得にお買い物出来たり、新しい店舗を知るきっかけになったりとメ

リットがあったと思います。デジタルチケットなので、店舗側の手間が少ない

のも良かったです。 

決済のながれがわかりやすかった 

引き続きやってほしい 

手続きが簡単になったので良かったです。 
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（続き） 

デジタル商品券

の利便性や成功

についての肯定

的なご意見 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全体としては良かったと思う。 

今回のようにお客様が操作する方法のほうがスムーズで良い 

概ね良かったと思います。話は少し変わりますが、他の市は前年と同じ月に

再度実施している市が多いですが、三鷹市は全く違う月に始まるので前年実

績の整合、人員確保が難航します。もし年一回で実施するのであれば前年と

同じ月に実施していただけると店舗は助かります。よろしくお願い致します。 

paypay は 2%、カードは 3.5%取られ振込までに 1 か月以上かかるが手

数料がなく振り込みが早いのがよい。 

商品券事業はいいと思いますが、知らなかったお客様も結構いたのでもっと

商品券のアピールをしたほうがいいと思います。 

売上は若干だが増加します。年２-3 回はやってくれてもよいと思う。 

トラブルはなかった。 

特にありませんが今後とも継続してほしいです 

定期的に実施して欲しい 

物価高のなかこのような事業をは消費者としてありがたいです。 

取り組みは定期的にあったほうが良いと思います。 

お世話になっております。 

特に難しい設定もなく、便利に使わせていただいております。ありがとうご

ざいます。 

お客様とのコミュニケーションをとるきっかけになりました。 

お客様が利用しやすかったのではないかと思います。使えて良かったと多く

の方がおっしゃっていました。 

当店の高年齢層のお客様にはデジタルすぎて登録申し込みができないので

購入しなかったと言うお声が多かったですお店側は便利で扱いやすかった

ですが高単価の高年齢者のお客様の購入が少なかったです 

ご利用を希望される方も数名いらっしゃいましたので、物販や少額取引のも

のには有効かと思います。ご年配の方には利用が難しいという声を一部伺

いました。 

会社全体でこれからもメリットがあると感じたら、今後も参加していく意向。 

今後も継続してほしい。 

物価の上がる中、消費者の購買意欲を高める企画だと思いました。 

定期的にやってほしい。 

三鷹市が応援してくれている分 

商品券の利用が増えて購買意欲が増したのは概ね良かった。 

一人で営業していることもあり、決済の確認に不安は少しあったが、お店の

目線で不満はなかった。お客様目線ではスマホが不慣れな方が申し訳なさそ

うにしているところをみて心苦しい点もあった。 

利用する前は決済が不安だったが、始まってから不安もなくなった。 

手続きが楽になり年配の方も利用出来ました。 

利用後の入金もスムーズで良かったですね。 
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素敵な事業だと思います。今回は私の準備不足で（個人業者にホームページ

が出来上がらなかったため）、お客さんにお知らせすることができませんで

した。しっかりと準備をしつつ来年チャンスがありましたらまたチャレンジさ

せて頂きたいと思います。 

とても良かったです。これからも利用したいのでお願い致します。 

他の店舗との兼ね合いもあるが個人的には継続したい。 

とてもいい事業だと思います。 

利用者様からデジタル商品券の利用申し出があったのですが、結局弊団体

以外で利用されることになったので残念でした。 

三鷹市外の店舗だが地域ポイントの参加店舗として継続したかった 

高齢の方がスマホ操作に慣れるきっかけとなっていました。 

このような事業が継続して続けられるとより良いと思います。 

地域が活性化するならこのような政策はどんどんやってほしい 

お得感のある商品券はいいと思います 

デジタル商品券の使用率が高く、売上に貢献できました。 

ご利用頂いているお客様の声として『普段買えない高額商品をお買い得に

買えた』と喜びの声頂いています。 

現金以外の支払い方法としてお客様にすすめやすかった。 

他のツール（PayPay など）は手数料がかかるため、積極的に支払い方法と

してすすめていない。 

地域密着型の商品券では、患者さんの利便性があがって良かったです。 

景気が悪い時期に実施されるのでとてもありがたいです。 

他県でのこういった事業に開始直後から参加し良い結果が出ていたのでま

たどんどん実施していただきたいです。 

商品券自体は良かったんじゃない。 

システムやアプリ

に関するご意見・

ご要望 

・・・57 件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

振込予定・明細をメールくれると助かります。 

ユーザーさんが、商品券を使うときに「チャージ」ボタンを押すことに戸惑っ

ているシーンをよく見かけました。「使う」の方がわかりやすいのでは、と思

います。 

決済する時にチャージすると言う言葉が変 

予算をもっと増やし、三鷹市内の居住者だけではなく、市外からも買えるよ

うにしたり、還元率も時折上げたり、相対的にこのポイントを使う人が増え、

利用者にも、お店側にも得になるようにしなければ定着はしないかと思いま

す。世田谷区はそこをうまくやっていたので参考にしては。 

・会計時の支払い方法の際、何故「チャージ」という言葉を使うのか「おかしく

ない？」「意味が違うんじゃない？」「なんでチャージなの？」という声を沢山

頂きました。次回は改善した方が良いと思います。三鷹市の税金を使って行

われた今回のデジタル商品券事業、参加店の選定に、厳しい目をもって取り

組んでもらいたい！ 
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・参加店舗に、「みたかデジタル商品券事業参加店規約」に該当してないと思

われる店舗が複数入っていたのが？？？  

デジタルで便利になったが、最初の登録が難しく、また、家族分を登録したか

ったが登録できなかったという声も多く聞かれた。店舗側としては、デジタ

ルのみだった為、前回よりも簡単で楽にできたと思う。 

①キャンセルは全額でなく一部料金でできたらいい。 

②管理画面にログインする時、毎日、メアドと PW の２段階。もっと簡単にロ

グインできたらいい。 

お客様から購入手続きが大変面倒だったと聞いた。 

使用時の画面操作の手順が多く、また年配者などには手間と時間がかかり

レジ前でプレッシャーを感じると言った意見がありました。 

確かに「利用金額」→「チャージ」の手順などは分かりにくいと思いました。 

①締め切りごとの明細を発行していただきたいです。 

(●月●日～●月●日分、決済金額、合計、送金日) 

②「地域ポイント」「三鷹デジタル商品券」会計時にどちらを使用されるのか

不明です。 

名称や画面を分けて頂くか、分けずに一緒にしていただきたいです。(送金

日なども) 

開始日に向けての従業員への周知、売上表フォーマットの変更等、準備が

少々面倒だと思いました。 

開始当初チャージはセブンイレブンでは出来なかった。後日可能になったよ

うですが、その案内をきちんと受けていなかったのでお客さんに間違った案

内をしてしまった 

会計時に相手の決裁端末を確認するのが面倒。 

決済時のアプリのボタンの文言などが少し分かりづらかった 

アプリの評判がすこぶる悪い 

高齢者が操作がわからず使えない方が多かった。 

紙媒体もしくはプリペイドカード方式の方が利用者は多かった。 

取り扱いが楽でと買ったが、高齢のお客様には大変だったと思う。 

毎年利用方法が変わるので戸惑う声がありました。（特に高齢者） 

毎年やり方が変わるのでやり方を固定して欲しい 

又、デジタル化は時代の流れですが高齢者にはむずかしかったようです 

店舗側から見た(逆側から見たり)画面がもう少し確認しやすいと良いかと。 

金額や店舗名を大きくしてください 

お客様 1 人の金額が 36000 円では、全然お客様感覚では、じゃあチャンス

なのでこの機会に欲しかった物を購入しようという気にはならない。20%

アップでは、1 人最低 70000 円ぐらいでないと、三鷹市全体の売上高上に

はならない。お客様がチケットを必死に購入する状態にならないと三鷹市の

経済の刺激にはならない。次回に期待！ 

入金確認までのアプローチが遅い 
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決済の際の画面「チャージ」という文言はおかしいと思う。 

ご年配の方より、アプリを立ち上げてからの操作がわかりづらく、「みたぽ」

と「チャージ」の変更、特に「支払方法」での「チャージ」がわかりづらく戸惑っ

てしまうとのお声が多かったです。 

弊社はレジに行列ができないので、クイックマニュアルを一緒に見てお支払

い方法をゆっくりご説明できたので、「やっと使い方がわかったわ」「スーパ

ー等自分でしなくてはならないところではなかなか使えなくて…」とのお声

もありました。 

クイックマニュアルはとても分かりやすいので、ご説明する時にとても助かり

ました。 

支払いに進むまでに押すボタンが多くレシがもたつく 

決裁手段が増えたことは良かったが、スマホの操作方法をスタッフに聞くお

客様が多く、会計時の所要時間が増えたことは問題と感じた。 

また、決裁後の「スマホ音」が鳴らないことがあったので、決裁されているか

不安になったこともあった。 

アプリの支払いでチャージをクリックするのが分かりづらい。 

スクロールしないといけない点も改善されると良いと思います。 

アプリ内のシステムの単語をもう少し分かりやすい言葉を使うと良いかと思

いました。 

なぜなら利用者さんからそういう意見が多かったからです。 

お客様のご利用時、金額を入力後に”チャージ”をタップしていただくように

なっていましたが、これがお客様には大変分かりにくく”支払う”や”チャージ

から”等だったらよかったと思う。それからここがセキュリティ上大切なので

すが、店舗側で PC 等の管理画面においてお客様の ID が全部見えてしまう

のは重大な問題を発生させる恐れがあり、一部でもマスクをかける必要があ

ると思います。三鷹市においては前回の商品券の管理画面でも同様の仕様

でしたが、前回の時はキャンセルのキャンセル(取り消しを取り消す行為)が

ちょっとした作業でできてしまいました。これは悪用しようと思えばできてし

まうことを表しています。アプリケーションを作成される方々にもう少しセキ

ュリティ上の意識をもっていただき、市の担当の方々ももう少し危機感も持

って取り掛かっていただきたい。この意見、感想に問い合わせが来ることを

祈っています。 

店舗側としてはなんの問題もないのですが、初めてお客様が利用する際に、

かなり手間取っていた方がいらっしゃった。 

電子マネー同様、決済時に強制的に音を鳴らす等、支払い完了をわかりやす

くしていただけるとお店側としてありがたいです。 

ブラウザ機能の関連で、利用途中から収支を閲覧出来なくなった。 

問合せに推奨ブラウザの利用を後づけで教えられたが対応出来なかった。 

お客様側の操作方法や店舗の管理画面等、他社の決済と比べ使いづらい感

じがしました。 
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お客様の支払い操作で「チャージ」をタップするところで止まる傾向が多くみ

られました。 

・以前の紙の商品券の時に比べて、事前の購入のお知らせが少なかったと感

じた。 

・紙の商品券の時と比べて、今回は高齢者の方の利用がほぼなかった。 

情報を得て登録ができた、40〜60 代の方の利用が多かった。 

利用者がわからないままの状態でレジに来て色々と聞いてくるためレジ作

業が滞る場面が良くあった。 

改善望む事→前回は決済時にニックネームが出てお客様にお声がけできた

が、今回はアドレス？で呼びかけできなく残念だった。ニックネームを出して

ほしい。 

商品券と地域ポイントは別にして欲しい。（商品券のみという選択肢も欲しか

った。） 

レジ操作含め、会計時の作業が煩雑になる為。 

スマホを持っていないと、希望しても利用できなかった。 

今回ご利用が出来なかった患者様からの一番多かった声は、申し込みの仕

方などが難しかったようです。もう少し利用方法の説明か申し込みの方法か

分かりやすく理解しやすくして、より多くの人が利用出来るといいと思いま

す。 

みたぽとチャージの切り替えで戸惑う人が非常に多かったのが良くない点と

思う 

端末の使い方が難しいと言われた 

店舗側としては、カード使用が増えてきた近年手数料の負担が厳しいところ

デジタル件でのお支払いを期待していたのですが… 

会計時に、お勧めすると来店のお客様のほとんどの方が参加していないと

のことでした。 

理由をお聞きすると、 

・スマフォの扱いが慣れている方は､あまりこの件のことを知らなかった方が

多く。 

・年配の方は、申し込みの仕方・決済の仕方が難しい。面倒くさい。 

更に店舗での使用方法がまずわからない。 

スマフォの中のアプリを開いて､更にチャージ項目の後読み取り､支払いまで

の工程を行き着くまでが難しいから参加しなかった方が多数。 

確かに読み取り・決済までの工程がサッと出来る物でないので現時点での年

配の方には使いづらい。難しいかと思います。いくら教えても実際に使いこ

なせないのが現状です。 

当店としては、あまりこのイベントをしたからお客様が増えたとかこちらを是

非使いたいからとかあまり当店としては意味のない物でした。 

後は三鷹のお店でどこもかしこも使用出来ると良いのですが、あまり使用し

たいところで取り扱ってないかな？と使用する側もあまり魅力は感じません
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でした。 

三鷹の商店街はホントに用がたたないと皆さんによく言われ、スーパーやド

ラックストア以外あまり買い物に出てこないと言われてしまいます。近年、本

当に人がいないのを感じます。 

何かこういう取り組みをするのならもう少しやってる感が感じられると良い

のですが... 

スマホ画面を見せないまま支払うをタップしてしまい、 

支払い後金額を確認したお客様が何名かおりました。 

そのような事が防止できると良いなと思います。 

商品券事業は良いですが、デジタル商品券はダメ❗️ 

みんなが使えるものでないと。 

スマホが無いとダメはよくない。 

操作が複雑。 

使い方を毎回説明しないとダメ。覚えられない。 

お店の説明負担が大きい。 

デジタルのみではなく紙ベースでもやった方がいいと思った 

高齢者の利用も考慮し、 

前回と同じような紙ベースでの利用も併用した方が良いのかと思う。 

・商品券に関しては、良い企画だったと思う。 

・PayPay や d 払いなどに慣れているお客様（利用者）が多い中、アプリの操

作が分かりにくかったようだ。チャージ？みたポ？特に年配の方に。 

・弊社のような、零細企業には手数料がなく、入金が早いというのが有り難

かった。 

・他の地域のように、例えば「三鷹ペイ」とかいって続けたらどうか？ 

・手数料も０％（が良いが）じゃなくても１％以下なら皆やると思う。３％はキ

ツい。 

・利用者が追加チャージしたがっていた。特典（２０％の）なくても良いのにっ

て言っていた。 

・混乱するので、地域ポイントとの併用・今後の地域ポイントの継続は遠慮し

ます。 

お酒は利用できて、タバコが利用できないのはなぜかというお客様がいた。 

他のバーコード決済ではできるのに と仰っていた 

みたぽとチャージの切り替えで戸惑っているお客様が多くおられた。 

チャージの表現に改善の余地があると思った。 

QR コードの読み取りにくく、再度やり直すことが多かった。 

店頭のライトの光の関係もあるみたいだったのですが、もう少し読み取りや

すくしていただきたい。 

デジタル商品券ではなく、前回のようなカード式のほうが利用者としては分

かりやすかった 

お年寄りには難しいようです。 
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お客様のスマホによってカメラが起動せず、QR が読み込めない為に決済を

あきらめる方が何人かいらっしゃいました。幅広い年齢の方が来店する店舗

なので、端末の詳しい設定方法をもっと周知してもらえると良いと思いまし

た。 

三鷹は年寄りが多くスマホ慣れをしてない人が多い印象でお客様から不満

があったので年配の方にも優しい内容のほうが良い 

ご年配のお客様からは「使い方が分からないから前のチケット制が楽だっ

た」や「スマホを持ってない」と言う声もありましたが、私たちは使いやすかっ

たです。 

強いて言うのであれば、アプリを開いてから支払いまでの過程がもう少し少

なくなればいいなと思いました。 

使い方説明窓口をコラル等に常設するなど、デジタル慣れしていない客層へ

のサポート体制がもう少し必要。 

当初、お客様がどのような使い方をするのか分からなかったので、参加店舗

側でデモ決済ができるような仕組みがあると、使い方がわかりやすいと思い

ました。 

利用者に関する

ご意見・ご要望 

・・・27 件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新しい試みをするのは良いことだと思いますが、今回は、「スマホ端末がある

こと＋電子決済を使えること」と利用できる層の偏りがあり、公平感に欠け

ると思いました。そもそも、商品券の存在すら知らなかった人も多かったで

す。 

毎回思いますが、全三鷹市民に無償で一律に商品券を配布する方が平等で

あるように思えます。わざわざ申し込む手間や入金する手間も省けるのと、

今まで知らなかった人が知る機会が得られるきっかけになると思います。 

高齢者の利用者が極端に少なかった。アプリ以外の使用方法もあるといいと

思いました 

デジタルになってから利用されるお客様が減った印象。 

売り上げへの影響はあまり貢献されなかった 

高齢者にはデジタルより紙媒体が利用し易い見たいです。 

PayPay での還元の方が登録者も多く、三鷹以外の方にも利用できるので

いいのでは。今回はデジタルのみで、高齢者で買わなかったという方が多か

ったと思います。 

今回の商品券は電子決済のみでしたが、以前と比べて高齢者の利用がかな

り減った印象でした。利用者のお客様からは、決済する時に手順が多くて使

いづらい、支払い時にチャージというボタンがあるのが紛らわしいという意

見が多かったです。 

今回はひとりも利用者がいなかったため、評価できなかったです 

デジタル面で難がある方にはあまり恩恵がないなと思いました。 

低所得者に広くいきわたるようになるとよい 

デジタル以外の方法も使えるとよい 

高齢客が「デジタルはできず残念」と言っていた。 
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現時点で１件のみの利用なので、判断がつきませんでした。 

三鷹市独自といのは、どちらも慣れるまで大変。在勤が購入出来なかったの

で、利用者が今までと比べて、凄く人数も金額も少ない。 

利用する人が少ない。 

前回と比べ利用者数が少なすぎる。（２件しかない） 

還元率、商品に魅力がないのか？継続メリットがない。 

利用開始当初はデジタル商品券の利用がそこそこあったが、だんだん利用の

お客様は減少傾向。 

高齢者が買えなかった 

業種のせいもあるが利用者が居ない 

あまり使われることがなかった。 

デジタルのみというところが高齢者にはよくなかった。 

年配のお客様はアプリとかデジタルはよくわからないので、今回は商品券を

購入しなかったって方か多かった。 

皆様の消費が普段使いのスーパーなどの食材購入に使われた感があり、レ

ストランで利用が少ないと思いました。 

自分が購入する立場で言えば、購入方法がよく分らなかったため、市役所の

窓口で教えて貰った。 

加盟店としては、利用者が一人のみで過去のプレミア付き商品券の中でも最

少だった。 

今回は利用するお客様が少なかったです。 

一番利用が多いと思われる高年齢層を切り捨てたのは仕方が無いかもしれ

ませんが、前回のように売上は伸びませんでした。また、利用が多いと思わ

れる３０－５０代の方達は生活必需品（スーパー等）の利用が多いのでしょう

か？目的が三鷹の個店舗をサポートするのでしたらちょっと残念です。 

むらさき商品券の方が使用する方が多かった印象です。 

弊社の事業内容では商品券を使う方がいない 

利用実績があればよかったと思います。 

利用する人があまり多くなかったので人気がないと思っていた。 

利用者への広報・

情報共有に関す

るご意見・ご要望 

・・・13 件 

 

 

 

 

 

 

 

告知が少ない、使用の方が偏っている 

あんまり盛り上がってませんでした 

前回より、利用者が少なく、利用金額も低い。高齢の方が使用しなくて、余っ

ていたとも聞いた。このデジタル商品券の事を知らない人もいて、PR 不足

だったかもしれない。PC の管理画面で、入金の表示もあった方が、便利だと

思う。 

告知が少ないせいか、あまり知れ渡っていない様子だった 

加盟店舗、商品のプッシュ型 PR（Web や広報誌など）を検討いただきたい。 

利用者が少ない印象がある。広報活動がむらさき商品券の時より少ない印

象なうえ、利用者にアプリインストールなど一定の障壁があるため例年より

利用への広報が倍くらい必要だったのではないか？？ 
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（続き） 

利用者への広報・

情報共有に関す

るご意見・ご要望 

 

 

何かの企画と抱き合わせで行うと大本の要求が満たされない中途半端なも

のを量産するので、第一目標が確実に達成できることが可能な見通しがあ

る場合のみ付属機能を搭載してほしい。 

多数の欲求を過剰に詰め込んだ役所や団体が作るものは粗製濫造の印象ば

かり。 

地域商品券として通年使えたら良いと思う。 

今回使う人やこの商品券を買う人が少なかったように思うので、もっと気軽

に買えたら良い 

事業の周知が不十分に感じた 

周知ご全然出来てない 

今回の施策を知らない方が多かったので、事前に広く周知できると良いと

思いました。 

高齢者が知らなかったです 

ポイントについての認知が思いのほかなく、年配の方では特に顕著。高単価

の会計ではクレジットカードや paypay 等の、ポイント付与される決済が選

ばれやすかった。ポイントの獲得についても意識して集めないと獲得でき

ず、また他のポイントなどとの互換性がないため、高単価の会計手段として

難しかった。（ここでいう高単価とは 1 万円以上） 

当店舗は多くのお客様の来店は見込めない場所にあるため、商品券利用を

きっかけに知ってもらいたい狙いで参加させていただきました。要望として

は商品券を利用できる店舗の宣伝等を手厚く行っていただけるとありがた

いです。 

その他 

・・・10 件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商品券の追加販売があっても良いと思う。 

今回のアンケート結果も含めて、事後の反省、まとめ、費用内訳などを公表、

報告してほしい。 

開始前に利用可能と思いみたか地域ポイント利用希望のお客様が複数おみ

えになった 

商品券を利用するお客様は一定数いるが、それが売上につながったかどう

かは分からない。当店に導入前は「使いたい」というお客様に使えない旨を

説明したが、それで購買を諦めることはなく、使えないならそれはそれで問

題ないという印象だった。８月末の駆け込みの需要には期待している。 

消費者側の立場からすると早く確実に使い切ることが出来る大手スーパー

等で利用しようと考えるのが自然で、なかなかこの機会に普段利用しない商

店で購入しようという動きにまではいかないのではないかというのが正直

な感想です。 

今回は期間限定でしたが、もう少し期間の長いタイプで半年くらいですとよ

り使いやすいかと思います。宜しくお願いします。 

商品券を追加購入したかったが出来ず Amazon で買ってしまった。 
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500㎡～1,000㎡未満の店舗 

デジタル商品券の

利便性や成功に

ついての肯定的

な意見 

・・・10 件 

売上向上が見込まれる良い政策だったと思います。 

お客様が増えて概ね良かったです 

売上 UP に繋がるので今後も定期的にキャンペーン実施をお願いいたしま

す。 

今後もこのプラットフォームを活用し、チャージ機能を有した地域通貨として

定着させてほしいと思います。 

肌実感としてお客様がみんな持っていたという感じ。 

良い試みだとは評価しています。 

とても反響がよいので、恐らく今後も会社として利用継続となると思う。 

お客様の年齢の幅が広がった。処理が速い 

今まで来店のなかった新規客が利用されたことは大変概ね良かった 

集客効果には十分に効果があったので次回も参加したい。 

システムやアプリ

に関する意見・要

望 

・・・8 件 

お客様がチャージなどの用語が難解で困られているのを見た。 

高齢客が多いのでデジタル化は難しいと思う。 

手続きを簡素化してほしい。 

商品券事業自体は賛成ですが、よむすびのシステムが使いづらいです。 

利用者の操作画面がわかりにくかった(操作の流れの中でチャージボタンは

なかった) 

決済時の通知音がもっとわかりやすい音だとよい。独特な音であれば画面

を最後まで見せて頂けなくても確認しやすい。 

レジでボタン押し忘れたらお客様が払っている事になりますが店では売上に

なってないこともあります。それで件数が合わない事も出てきます。 

お客様に決済していただく際のステップが多く、金額の誤入力もあるので相

互確認が必要でレジでの精算時間がかかります。ＱＲ決済を使用するなら、

単純にバーコード決済などで金額入力のない方式にして頂きたかった。これ

からお客様の残高が少なくなってくると残高と現金との併用も必要になっ

てくると予想されるが、この辺の処理の仕方も煩雑になるので店舗での案

内など負担が大きいと感じます。 

利用者に関する

意見・要望 

・・・2 件 

 

現時点で利用者がおらずニーズが把握できていない 

高齢者の方にも使いやすくなるようなものになるとより良いものになるか

と思います。 

（続き） 

その他 

 

商品券事業は消費喚起の観点から良い試みだと思うが費用対効果としては

市政の人気取りの側面が否めない。 

小規模の事業者側にはメリットが薄いと思う 

三鷹市は、他の市町村の参加に寛容だが、武蔵野市は、三鷹市を排除して、

催しに参加できない。武蔵野市の大型スーパーに客を奪われた。 
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利用者への広報・

情報共有に関す

る意見・要望 

・・・1 件 

利用期間が短いの残念。 

市内の活性化につながると思うので半期に一度とかもう少し期間を延ばし

ていただきたい。 

 

1,000㎡以上の店舗 

システムやアプリ

に関する意見・要

望 

・・・7 件 

前回の還元率との差が違うので今回の利用は少ない 

合算などできるシステムがあればいいと思います。 

プレミアムを UP してもらいたい。 

売上が伸びた半面、決済画面の確認が不十分で決済未完了となるケースが

多かった。 

店舗の教育不足が大きいですが、日雇いバイトの方が増えており、その日に

初めて画面を見るレジ係もいるので、完了画面の表示をもっと目立つもの

にしたり、音声が鳴ったりするようにして頂けるとより確認がしやすくなると

感じました。 

客単価増の効果があった。 

その反面、レジ業務、事務業務、管理者の業務負担が増えた。 

前回のむらさき商品券の方が利用者数も処理の仕方も良かったです。 

一部のお客様が決済をお客様自身で勝手に行ってしまい、確認画面を見せ

てもらえるようお願いすると逆ギレされたり見せずに行ってしまう為売り上

げと決済額に差異が生じている状況です。決済完了時に音を出してないお

客様も多数いたので画面いっぱいに決済完了と金額を表示できるよう改善

した方がいいと思います。デジタル商品券はこういう事が起こりえるのでで

きれば紙の商品券の方がこういう事象がデジタルより商品券より格段に起

きにくいと思います。後やはり携帯電話を使えない方が買えない商品券より

は買えば使える紙の商品券がいいと思います。次回商品券は出来れば紙の

商品券を希望します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



■参加店舗アンケート集計結果：

商品券事業終了後、引き続き地域ポイントの参加店舗として継続いただけますか

回答／店舗面

積
㎡未満

㎡～

㎡未満
㎡以上 合計

回答数 比率 回答数 比率 回答数 比率 回答数 比率

継続する

継続しない・

市外店舗（※ ）

無回答（※ ）

合計
％ ％ ％ ％

（※ ）市外店舗は、みたか地域ポイント継続対象外

（※ ）無回答店舗は、継続しないものとして取り扱い

回答は 月 日時点

合計

継続する

継続しない・市外店舗

（※1）

無回答（※2）

㎡以上

継続する

継続しない・市外店舗

（※1）

無回答（※2）

㎡～ ㎡未満

継続する

継続しない・市外店舗

（※1）

無回答（※2）

㎡未満

継続する

継続しない・市外店舗

（※1）

無回答（※2）
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■参加店舗アンケート集計結果：Q7 

「継続しない」とお答えいただいた理由について教えてください。 

500㎡未満の店舗 

利用が少ないま

たは利用者がい

ない 

・・・14 件 

利用が無かったから 

利用者がほぼないため、経理上の手間を考え見送る 

ポイント利用者がいない。 

デジタル商品券のご利用はありますが、ポイントのご利用はほとんどないため 

使用する方がいない為 

利用者が居ないため 

利用者がいないのでなくてもいいかなと思いました。 

利用件数が少ない。QR コードを常時設置出来ない。 

お客様に地域ポイントを利用している方がいない。 

利用しているお客様が少ないので。 

使用者ゼロのため 

今のところは利用している患者様が少ないため 

今後もあまり利用される方が少ないと思われる為 

利用されるお客様がかなり少なかったため 

経理処理やレジ

操作が煩雑また

は手間がかかる 

・・・13 件 

帳簿等の会計処理が面倒 

経理処理が煩雑になるため 

レジ周りが狭く、QR コードを置いたりアナウンスする場所がないため 

入金が月末後 7 日以内の為。 

決済処理時の確認が他に比べ面倒なため（他決済はレジ連動なので間違えが

ない） 

経理管理の手間が増えてしまうので、 

イベント のようなタイミングのみで参加出来たらと考えております。 

レジ操作を煩雑にしない為、時間削減 

事務処理に手間がかかる為。 

商業施設のテナントの場合、ディベロッパーが処理していただけるようにしな

いと手間が増えるから 

作業面を考慮してあまりメリットを感じないため 

作業全般について、煩雑になり利点が見当たらない為。 

決済方法がどうしても通常と異なる為時間を要している。 

また、地域ポイントの獲得が限定的であり、新しいお客様の集客に繋がると考

えにくい為。 

ポイントだけでは総額を支払えず、現金と併用となる為 

既存の決済手段

やポイント制度

との兼ね合い 

いろいろな決済手段を既に導入しており、従業員が覚えきれない 

既に様々な決済方法を導入しており、従業員が対応しきれない為 

電子決済をあまりしたくないため 
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・・・7 件 従業員が多い中、レジ操作が継続的に増えることは望ましくない。 

会社の方針のため 

自社ポイントもある中、別のポイントを付与および利用はレジ作業が複雑にな

るため。 

他社ポイントを含めポイント利用は行っていないため。 

混乱するから。（スタッフも私も、利用者も） 

現金との併用もしたくないし。 

利便性やメリッ

トを感じない 

・・・9 件 

仕組みがわからないので… 

売上が特にかわらない 

ポイントの入金が遅い アプリが使いにくい 

継続するメリットが実感できない。 

お客様の使用頻度が低く、余りお客様に必要とされないので、今後使用頻度

が高くなるようであれば使えるようにしていきたい。 

地域デジタル通貨の利便性を感じないため 

ポイントで購入するには不向きだと思うから 

以前より利点が特にないと考えていたが、今回のデジタル商品券事業で明確

になったため 

メリットを感じない 

会社の方針や本

社からの指示 

・・・4 件 

店舗として可能なのか、またどのような手続きが必要なのか不明だから 

本社からの指示です。 

8 月末の期間限定で許可を取っている為。 

会社との話し合いの結果 

店舗の位置や範

囲（市外店舗な

ど） 

・・・4 件 

市外店舗の為、商品券使用の実数が少なかった為 

商品券使用の実数が少なく、地域ポイント使用のお客様も見込まれない為 

市外店舗の為 

三鷹市に所在しないため 

その他 

・・・５件 

2025 年 3 月に閉店する為 

商品券だけでしたら参加継続の意思はあります。 

商品券のデジタル化は高齢者を置いてけぼりにしている感がある 

継続して参加するには年に一度の販売でなく年数回。もしくは必要な方（障害

のある方、生活保護の方）に限定して配分する仕組みが必要と感じる 

準備をして立ち上がった後には地域ポイントの加盟店にさせて頂きたいと思

います。 

なんとなく。 

 

500㎡以上～1,000㎡未満の店舗 

利用が少ないま

たは利用者がい

ない 

・・・2 件 

現時点で利用者がおらずニーズが把握できていない 

ポイント利用者が少なかったため 



- 96 - 

経理処理やレジ

操作が煩雑また

は手間がかかる 

・・・2 件 

会計がスムーズにいかないから(他の決済方法に比べて時間がかかる) 

レジ閉め時に少し手間がかかる為。 

既存の決済手段

やポイント制度

との兼ね合い 

・・・1 件 

現状のポイントカードや他社様の決済方法での説明・操作対応がレジ部員に

は限界がきているのでこれ以上の負荷がかけられない。お客様にも混乱を与

えるため。 

利便性やメリッ

トを感じない 

・・・1 件 

現行、スマホ決済やクレジットなど複数企業のサービスを実施していますが、

決済時に金額を手入力する方式はありません。実際、支払未決済のまま退店

されてしまった例もあり、店舗側のサービスとしては継続するのは困難と考え

ております。 

ポイント制度の

理解が乏しい 

・・・1 件 

ポイント事業の内容がよく分かっていません。手数料などがかかるのかなど。 

 

1,000㎡以上の店舗 

利用が少ないま

たは利用者がい

ない 

・・・1 件 

あまり需要が無いように思えるため 

経理処理やレジ

操作が煩雑また

は手間がかかる 

・・・3 件 

みたポの利用が日に２～３件程度しかなく、教育や確認による店舗の負担が

大きいため。 

レジ業務の混乱と繁忙時のお客様対応に時間を要するため。 

事務・計算処理が煩雑になるため。 

既存の決済手段

やポイント制度

との兼ね合い 

・・・1 件 

会社のシステム的な問題 

利便性やメリッ

トを感じない 

・・・3 件 

還元率の低さ 

特にメリットが無いため 

お客様から頻繁にクレームを頂戴した為。 

ポイント制度の

理解が乏しい 

・・・1 件 

今後の加盟店手数料が不明確な為 

 

 

 

 

 



４ ２ 消費者向け

■消費者向けアンケート集計結果：

あなたの年代を教えてください

回答内容 件数 比率

代以下 １ ％

代 ％

代 ％

代 ％

代 ４５７ ％

代 ３２６ ％

代 ２３６ ％

代以上 ２９ ％

合計 ％

■消費者向けアンケート集計結果：

「みたかデジタル商品券」の購入申込をしましたか？

回答内容 件数 比率

はい ％

いいえ ％

合計 ％

代以下

代

代

代

代

代

代

代以上



■消費者向けアンケート集計結果：

「みたかデジタル商品券」はどちらで知りましたか？（複数選択可）

回答内容 件数 比率

配布チラシ ％

広報みたか ％

三鷹市ホームページ ％

掲示ポスター ％

みたか地域ポイントアプリ ５０

その他 ５７

合計 ％

回答者数： 人

はい

いいえ

配布チラシ

広報みたか

三鷹市ホームページ

掲示ポスター

みたか地域ポイントア

プリ

その他



■消費者向けアンケート集計結果：

購入申込をした理由を教えてください。（複数選択可）

回答内容 件数 比率

お得だから ％

買いたいものがあった ％

利用したいお店があった ％

その他 ％

合計 ％

回答者数： 人

■消費者向けアンケート集計結果： （ にて「いいえ」と回答した方）

購入申込をしなかった理由を教えてください。 複数選択可）

回答内容 件数 比率

購入方法がわからなかった ％

購入方法が面倒だった ％

利用したいお店がなかった ％

使える期間が短かった ％

その他 ％

合計 ％

回答者数： 人

お得だから

買いたいものがあっ

た

利用したいお店が

あった

その他

購入方法がわからな

かった

購入方法が面倒だっ

た

利用したいお店がな

かった

使える期間が短かっ

た

その他



■消費者向けアンケート集計結果：

購入可能口数（上限口数）より少なく購入しましたか？

回答内容 件数 比率

購入可能口数（上限口数）で購入した ％

購入可能口数より少なく購入した ％

合計 ％

■消費者向けアンケート集計結果： （ にて「購入可能口数より少なく購入した」と回答した方）

上限まで購入しなかった理由を教えてください。（複数選択可）

回答内容 件数 比率

購入期限が過ぎてしまった ％

使い切れないと判断した ％

購入手続きが面倒 ％

その他 ％

合計 ％

回答者数： 人

購入可能口数（上限

口数）で購入した

購入可能口数より少

なく購入した

購入期限が過ぎてし

まった

使い切れないと判断

した

購入手続きが面倒

その他



■消費者向けアンケート集計結果：

「みたかデジタル商品券」を何に利用しましたか？（複数選択可）

回答内容 件数 比率

食料品の購入 ％

生活用品の購入 ％

外食費 ％

家電などの物品購入費 ％

いつもより少し贅沢な買い物・飲食など ２１７

地域の商店街などでの買い物 ３４７

その他 ６０

合計 ％

回答者数： 人

■消費者向けアンケート集計結果：

「みたかデジタル商品券」で初めてキャッシュレス決済を利用しましたか？

回答内容 件数 比率

はい ％

いいえ ％

合計 ％

食料品の購入

生活用品の購入

外食費

家電などの物品購入

費

いつもより少し贅沢

な買い物・飲食など

地域の商店街などで

の買い物

はい

いいえ



■消費者向けアンケート集計結果：

「みたか地域ポイント」はご存じでしたか？

回答内容 件数 比率

はい ６２２ ％

いいえ ９０９ ％

合計 ％

はい

いいえ（商品券事業で

初めて知った）
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■消費者向けアンケート集計結果：Q11 

「みたか地域ポイントアプリ」の使い勝手がいい点を教えてください。 

（自由記述回答をカテゴリに分類） 

分類 カテゴリ 延べ数 

形式 スマホなので、商品券を紛失しない 36 

形式 スマホなので、商品券が嵩張らない 16 

操作 スムーズに利用できた、簡単に利用できた、手軽にできた 182 

操作 誤操作が少なく使える（シンプル） 6 

操作 フリーズすることが少ない 3 

機能 キャッシュレス 103 

機能 残高がわかる 47 

機能 分けて購入できる 9 

デザイン アプリ内の表示が見やすい 26 

デザイン アプリのアイコンがわかりやすい 6 

コンテンツ 利用できる店舗の数が多い 77 

コンテンツ ボランティアのポイントも貯められる 13 

コンテンツ 市の他のアプリと連携している点 4 

コンテンツ 記念品と交換できる点 3 

その他 その他 61 

  合計 592 

 

「その他」の回答（一部抜粋） 

ポイントが、市内に還元できる 

履歴が簡単にみられる 

家族全員のポイントが一緒に使える 

行政主導の地域だけのキャッシュレスシステムがなんか安心 

※このほか、商品券のプレミアムがお得である旨の回答が目立った。 
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■消費者向けアンケート集計結果：Q12 

「みたか地域ポイントアプリ」の使い勝手が悪い点を教えてください。 

（自由記述回答をカテゴリに分類） 

分類 カテゴリ 延べ数 

設計 商品券と現金などを併用できない店舗がある 95 

設計 期限がある、期限が短い 23 

設計 家族で商品券を受け渡しできない 13 

設計 セルフレジで支払いできない 4 

操作 支払完了までの操作が手間 228 

操作 使い方が難しい、分かりづらい 140 

操作 QR コードがうまく読み込めない 18 

機能 利用できる店舗の検索・地図が不便 22 

機能 商品券残高の確認・利用に１クリック必要 5 

デザイン アプリ内の表記が紛らわしい 134 

コンテンツ 利用できる店舗の数が少ない 68 

コンテンツ アプリの使い道がわかりづらい 20 

コンテンツ アプリを利用できる機会が少ない 16 

その他 高齢者には難しいのではないか 4 

その他 その他 97 

  合計 887 

 

「その他」の回答（一部抜粋） 

ログインに少し時間がかかる。 

アプリの通信料など、使用者負担になっているのはどうかと思う。 

決済時の金額の表示サイズが小さい。 

最初、店員が慣れていなくて手間取っていた。 

地下のお店や電波の悪いところでの起動に時間がかかる。 

 

 

  



■消費者向けアンケート集計結果：

商品券終了後も「みたか地域ポイントアプリ」を利用しますか？

回答内容 件数 比率

はい ％

いいえ ７０９ ％

合計 ％

■消費者向けアンケート集計結果：

商品券の形態を選べるとしたらどれを選びますか？

回答内容 件数 比率

紙

スマホ型

カード型

その他

合計

はい

いいえ

紙

スマホ型

カード型

その他
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■消費者向けアンケート集計結果：Q15 

「みたかデジタル商品券」について改善すべき点やご要望等ございましたら、ご記入をお願いい

たします。 

（自由記述回答をカテゴリに分類） 

分類 カテゴリ 延べ数 

全般 全般的にわかりやすく、使いやすくしてほしい 90 

全般 申込方法がわかりづらい 10 

全般 アプリで期限などのお知らせ通知を多くしてほしい 7 

全般 取組の周知を強化してほしい 6 

設計 全ての店舗で商品券と現金などを併用できるようにしてほしい 74 

設計 利用期間を長くしてほしい 66 

設計 家族分を購入できるようにしてほしい 45 

設計 家族で商品券を受け渡しできるようにしてほしい 42 

設計 購入可能金額を増やしてほしい 23 

操作 支払完了までの操作を簡略化してほしい 84 

操作 支払金額を手入力しない形にしてほしい 20 

操作 QR コードがうまく読み込めない 7 

機能 利用できる店舗の検索機能改善や地図上で分かりやすく表記してほしい 15 

デザイン アプリ内の表記をわかりやすくしてほしい 30 

コンテンツ 利用できる店舗の数を増やしてほしい 77 

その他 また実施してほしい、このままで良い 78 

その他 紙かカード型の商品券が必要 68 

その他 高齢者には難しいのではないか 28 

その他 みたか地域ポイント事業の充実やアプリの利活用等 24 

その他 その他 141 

  合計 935 

 

「その他」の回答（一部抜粋） 

今回のものは使う側もお店側も面倒になるように感じた。 

今回利用できる店舗特にスーパーが増えてとても使いやすくなりました。

ありがとうございました。 

商品券が余っていたら追加で購入できたら良いです。 

事前申込が面倒だが、市民限定で仕方ないです 

使い切るために別途追加チャージできるとよい 

店舗側が使用方法を理解していない。 

毎年プレミアム率が下がっているのが悲しい。デジタルだと商品券やカー

ドを持ち歩く必要がないからラク 
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